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議
案
第
１
４
号

 

高
松
市
特
別
職
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

高
松
市
特
別
職
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
１
年
高
松
市
条
例
第
２
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 

高
松
市
特
別
職
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

高
松
市
特
別
職
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
１
年
高
松
市
条
例
第
２
０
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 （
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

第
４
条

 
市
か
ら
給
料
の
支
給
を
受
け
る
者
（
別
表
第
８
０
号
か
ら
第
８
２
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
報
酬
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
一
般
職

の
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
職
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

 

第
４
条

 
市
か
ら
給
料
の
支
給
を
受
け
る
者
（
別
表
第
８
０
号
か
ら
第
８
２
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
報
酬
を
支
給
し
な
い
。

 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

－1－



 

（
提
案
理
由
）

 

一
般
職
の
職
員
が
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
と
し
て
職
務
に
従
事
し
た
場
合
に
は
、
報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

 

－2－



 議
案
第
１
５
号

 

  
 

 
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
高
松
市
条
例
第
２
８
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

（
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
高
松
市
条
例
第
２
８
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
給
料
）

 
 
（
給
料
）

 

第
２
条

 
給
料
は
、
高
松
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

７
年
高
松
市
条
例
第
１
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
扶
養
手

当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
管
理
職
手
当
、

特
殊
勤
務
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
（
第
１
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
第

第
２
条

 
給
料
は
、
高
松
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

７
年
高
松
市
条
例
第
１
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
扶
養
手

当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
管
理
職
手
当
、

特
殊
勤
務
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

－3－



 

１
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
１
１
条
の
３
に
規
定
す
る
第
２
種
初
任
給
調
整

手
当
を
い
う
。
第
１
６
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤

務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末

手
当
、
勤
勉
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
、
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤

勉
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
、
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
（
初
任
給
調
整
手
当
）

 
 
（
初
任
給
調
整
手
当
）

 

第
１
１
条
の
２

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第
１
号
に
掲
げ
る
職
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
３
５
年
以
内
、
第
２
号
に
掲
げ
る
職
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
２
０
年
以
内
、
第
３
号
に
掲
げ
る
職
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
５
年
以
内
の
期
間
、
採
用
の
日
（
第
１
号

に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
採
用
後
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過

し
た
日
）
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
、
第
１
種
初
任
給

調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
１
１
条
の
２

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第
１
号
に
掲
げ
る
職
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
３
５
年
以
内
、
第
２
号
に
掲
げ
る
職
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
２
０
年
以
内
、
第
３
号
に
掲
げ
る
職
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
採
用
の
日
か
ら
５
年
以
内
の
期
間
、
採
用
の
日
（
第
１
号

に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
採
用
後
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過

し
た
日
）
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
、
初
任
給
調
整
手

当
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

２
 
前
項
の
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
１
種
初
任
給

調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員

に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手

当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、

同
項
の
規
定
に
準
じ
て
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範

囲
、
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額
そ
の
他
第
１
種
初
任

給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲
、
初

任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額
そ
の
他
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。
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第
１
１
条
の
３

 
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
採
用
の
日
に
お
い
て
、

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
第
４
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
同
条
第
３
項
、
第
４
項
、
第
６

項
、
第
７
項
及
び
第
１
３
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ

た
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
員
に

 

あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
並
び
に
こ
れ
に
第
１
０
条
の
２
の
規
定
に
よ

る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
に
１
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
１
２
を
乗
じ
、
そ
の
額

を
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
５
２
を
乗
じ
た
も

の
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
５
０
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
５
０
銭
以
上
１
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
在

勤
す
る
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る

額
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
を
下
回
る
も
の
に
は
、
採
用
の

日
か
ら
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す

る
。

 

［
新
設
］

 

２
 
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
基
準

額
と
特
定
額
と
の
差
額
を
月
額
に
換
算
し
た
額
と
す
る
。

 

 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
前
２
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す

る
。

 

 

４
 
前
３
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
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し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 
 

（
給
与
の
減
額
）

 
（
給
与
の
減
額
）

 

第
１
２
条

 
略

 
第
１
２
条

 
略

 

 
 

（
給
与
か
ら
の
控
除
）

 
 
（
給
与
か
ら
の
控
除
）

 
 

第
２
３
条

 
略

 
第
２
３
条

 
法
第
２
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
命
権
者
は
、
職
員
に
給
与

を
支
給
す
る
際
職
員
の
給
与
か
ら
次
に
掲
げ
る
も
の
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

(
１

)
～

(
８

)
 
略

 
(
１

)
～

(
８

)
 
略

 

 
(
９

)
 
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
給
食
に
要
す
る

経
費

 

［
新
設
］

 

 
 

（
高
松
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
高
松
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
給
与
）

 
（
給
与
）

 

第
２
条

 
前
条
第
１
項
の
給
与
と
は
、
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ

る
職
員
（
以
下
「
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
給

料
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
（
第
１
０

条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
３
２
年
高
松
市
条
例
第
２
８
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）

第
２
条

 
前
条
第
１
項
の
給
与
と
は
、
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ

る
職
員
（
以
下
「
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
給

料
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
時
間
外

勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
を
い
い
、
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
１
号
会
計
年
度
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第
１
１
条
の
２
に
規
定
す
る
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
１
０
条
第
２
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
給
与
条
例
第
１
１
条
の
３
に
規
定
す
る
第
２

種
初
任
給
調
整
手
当
を
い
う
。
第
１
５
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務

手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
を
い
い
、
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
１
号
会
計
年
度
任
用

職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
う
。

 

任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い

う
。

 

 
 

（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
支
給
方
法
）

 
（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
支
給
方
法
）

 

第
６
条

 
給
与
条
例
第
５
条
及
び
第
６
条
の
規
定
は
、
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
４
項
中
「
勤
務
時
間
条

例
第
３
条
第
１
項
、
第
４
条
及
び
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
」
と
あ
る

の
は
、
「
当
該
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
週
休
日
（
勤

務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

第
６
条

 
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
高
松
市
条
例
第

 

２
８
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
５
条
及
び
第
６
条
の
規
定
は
、

 

２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
４
項
中
「
勤
務
時
間
条
例
第
３
条
第
１
項
、
第
４
条
及
び
第
５
条
の
規
定
に

基
づ
く
週
休
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
た
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
）

 
（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
）

 

第
１
０
条

 
略

 
第
１
０
条

 
略

 

２
 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
３
の
規
定
は
、
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
１
項
中
「
第
４
条
第
２
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
高
松
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
（
令
和
元
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
）
第
４
条
」
と
、
「
並
び
に
同
条
第
３

項
、
第
４
項
、
第
６
項
、
第
７
項
及
び
第
１
３
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
同

条
例
第
５
条
」
と
、
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
の
規
則
で

［
新
設
］
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定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
（
規
則

で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
」
と
、
「
第
１
０
条
の

２
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
例
第
７
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
条
例
第
１
０
条

の
２
」
と
、
「
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ

る
の
は
、
「
当
該
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
１
週
間
当

た
り
の
勤
務
時
間
」
と
す
る
。

 

 
 

（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

 
（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

 

第
１
７
条

 
略

 
第
１
７
条

 
略

 

２
 
任
期
の
定
め
が
６
か
月
に
満
た
な
い
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年

度
内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
定
め
の
合
計
が
６
か
月

以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計
年
度

に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
２
号
会
計
年
度

任
用
職
員
と
み
な
す
。

 

［
新
設
］

 

３
 
６
月
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
月
の
属
す
る
会
計
年
度

の
前
会
計
年
度
（
以
下
「
前
年
度
」
と
い
う
。
）
の
末
日
ま
で
会
計
年
度
任
用

職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
日
の
翌
日
に
２
号
会
計
年
度
任
用

職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
も
の
の
任
期
（
６
か
月
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
と

当
該
者
の
前
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の
任
用
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
か
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
者
を

第
１
項
の
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な

す
。

 

２
 
６
月
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
月
の
属
す
る
会
計
年
度

の
前
会
計
年
度
（
以
下
「
前
年
度
」
と
い
う
。
）
の
末
日
ま
で
会
計
年
度
任
用

職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
日
の
翌
日
に
２
号
会
計
年
度
任
用

職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
も
の
の
任
期
（
６
か
月
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
と

当
該
者
の
前
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の
任
用
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
か
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
者
を

前
項
の
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。

 

４
 
前
３
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

［
新
設
］

 

－8－



 

 
 

（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

 
（
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

 

第
１
７
条
の
２

 
略

 
第
１
７
条
の
２

 
略

 

２
 
任
期
の
定
め
が
６
か
月
に
満
た
な
い
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年

度
内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
定
め
の
合
計
が
６
か
月

以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計
年
度

に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
２
号
会
計
年
度

任
用
職
員
と
み
な
す
。

 

［
新
設
］

 

３
 
６
月
に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
年
度
の
末
日
ま
で
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
日
の
翌
日
に
２
号
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
も
の
の
任
期
（
６
か
月
未
満
の
も
の
に
限

る
。
）
と
当
該
者
の
前
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の

任
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
か
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、

当
該
者
を
第
１
項
の
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員

と
み
な
す
。

 

２
 
６
月
に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
年
度
の
末
日
ま
で
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
日
の
翌
日
に
２
号
会
計

年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
も
の
の
任
期
（
６
か
月
未
満
の
も
の
に
限

る
。
）
と
当
該
者
の
前
年
度
に
お
け
る
任
期
（
前
年
度
の
末
日
を
含
む
期
間
の

任
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
が
６
か
月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、

当
該
者
を
前
項
の
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
と

み
な
す
。

 

４
 
前
３
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

［
新
設
］

 

 
 

（
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
に
係
る
報
酬
）

 
（
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
に
係
る
報
酬
）

 

第
２
１
条

 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
２
の
規
定
は
、
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の

初
任
給
調
整
に
係
る
報
酬
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

中
「
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
１
種
初
任
給
調
整
に
係

る
報
酬
」
と
、
同
条
第
１
項
第
１
号
中
「
医
療
職
給
料
表
（
一
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
会
計
年
度
任
用
職
員
医
療
職
給
料
表
（
一
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
す

第
２
１
条

 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
２
の
規
定
は
、
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の

初
任
給
調
整
に
係
る
報
酬
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
１
項
第
１
号
中
「
医
療
職
給
料
表
（
一
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
計
年
度
任

用
職
員
医
療
職
給
料
表
（
一
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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る
。

 

２
 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
３
の
規
定
は
、
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
２
種
初
任
給
調
整
に
係
る
報
酬
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
ほ
か
、
必
要
な
読
替
え
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
酬
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

 
(
１

)
 
月
額
に
よ
る
報
酬

 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
３
第
１
項
中
「
当
該
職
員

に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
同
条
第
３
項
、
第
４
項
、
第
６
項
、

第
７
項
及
び
第
１
３
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た

額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
員
に

 

あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
松
市
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
高
松
市

条
例
第
２
４
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
報
酬
の
基
本

額
（
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
規
則
で
定
め
る
額
）
及
び
」
と
、

「
第
１
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第

1
項
に
規
定
す
る
給
与
条
例
第
１
０
条
の
２
第
２
項
に
定
め
る
割

合
」
と
、
「
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ

る
の
は
、
「
当
該
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間
」
と
す
る
。

 

 

 
(
２

)
 
日
額
に
よ
る
報
酬

 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
３
第
１
項
中
「
当
該
職
員

に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
同
条
第
３
項
、
第
４
項
、
第
６
項
、

第
７
項
及
び
第
１
３
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
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額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
員
に

 

あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
松
市
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
高
松
市

条
例
第
２
４
号
）
第
１
８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
報
酬
の
基
本

額
（
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
規
則
で
定
め
る
額
）
及
び
」
と
、

「
第
１
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第

1
項
に
規
定
す
る
給
与
条
例
第
１
０
条
の
２
第
２
項
に
定
め
る
割

合
」
と
、
「
に
１
２
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第
１
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
に
５
２
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

５
０
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
５
０
銭
以
上
１

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
（
次
項

に
お
い
て
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
を
、
当
該
１
号
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
５
０
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
５
０
銭
以
上
１
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
円
に
切

り
上
げ
た
額
）
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
 
時
間
額
に
よ
る
報
酬

 
給
与
条
例
第
１
１
条
の
３
第
１
項
中
「
当
該
職

員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
同
条
第
３
項
、
第
４
項
、
第
６

項
、
第
７
項
及
び
第
１
３
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応

じ
た
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
職
員

に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
額
）
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
松
市
会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
高
松

市
条
例
第
２
４
号
）
第
１
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
報
酬
の
基
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本
額
（
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
規
則
で
定
め
る
額
）
及
び
」
と
、

「
第
１
０
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
条
例
第
１
０
条
の
２
第
２
項
に
定
め
る
割

合
」
と
、
「
合
計
額
（
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
た
額
）
に
１
２
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
５
２
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
５
０
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
５
０
銭

以
上
１
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
円
に
切
り
上
げ
た
額
）

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
額

（
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

 

 
 

（
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

 
（
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

 

第
２
７
条

 
略

 
第
２
７
条

 
略

 

２
 
任
期
の
定
め
が
６
か
月
に
満
た
な
い
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
（
月
額
で
報

酬
を
定
め
る
者
に
限
る
。
次
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
１
会
計
年
度
内

に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
定
め
の
合
計
が
６
か
月
以
上

に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計
年
度
に
お

い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
１
号
会
計
年
度
任
用

職
員
と
み
な
す
。

 

［
新
設
］

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
６
月
１
日
に
在
職
す
る
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員

に
対
し
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
７
条
第
３
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
６
月
１
日
に
在
職
す
る
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に

対
し
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
７
条
第
２
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

 

４
 
前
３
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当

［
新
設
］
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の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 
 

（
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

 
（
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

 

第
２
７
条
の
２

 
略

 
第
２
７
条
の
２

 
略

 

２
 
任
期
の
定
め
が
６
か
月
に
満
た
な
い
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
会
計
年

度
内
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
定
め
の
合
計
が
６
か

月
以
上
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
当
該
会
計

年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
任
期
の
定
め
が
６
か
月
以
上
の
１
号
会

計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
す
。

 

［
新
設
］

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
６
月
１
日
に
在
職
す
る
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員

に
対
し
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
７
条
の
２
第
３

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
６
月
１
日
に
在
職
す
る
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に

対
し
、
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
７
条
の
２
第
２
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

 

４
 
前
３
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

［
新
設
］

 

 
 

（
高
松
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
高
松
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
６
年
高
松
市
条
例
第
５
２
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

 
 
（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

 

第
５
条

 
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
高
松
市
条
例
第

 

２
８
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
、
第
４
条
、
第
７
条
か
ら

第
９
条
ま
で
、
第
１
０
条
の
４
、
第
１
１
条
の
２
及
び
第
１
１
条
の
３
の
規
定

第
５
条

 
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
２
年
高
松
市
条
例
第

 

２
８
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
、
第
４
条
、
第
７
条
か
ら

第
９
条
ま
で
、
第
１
０
条
の
４
及
び
第
１
１
条
の
２
の
規
定
は
、
特
定
任
期
付
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は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

 
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

 

２
・
３

 
略

 
２
・
３

 
略

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

(
１

)
 
第
１
条
中
高
松
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
２
３
条
の
改
正
規
定

 
令
和
８
年
６
月
１
日

 

(
２

)
 
第
２
条
中
高
松
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
第
１
７
条
、
第
１
７
条
の
２
、
第
２
７
条
及
び
第
２
７
条
の
２
の
改
正
規
定

 
公

布
の
日

 

２
 
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
松
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
第
１
７
条
、
第
１
７
条
の
２
、
第
２
７
条
及
び
第
２
７
条
の
２

の
規
定
は
、
令
和
７
年
１
２
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

  （
提
案
理
由
）

 

職
員
の
月
例
給
与
水
準
を
適
切
に
確
保
す
る
た
め
、
初
任
給
調
整
手
当
を
人
事
院
勧
告
に
準
拠
し
て
改
定
し
、
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
及
び
１
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
に
係
る
報
酬
に
つ
い
て
職
員
の
改
定
内
容
に
鑑
み
改
定
し
、
並
び
に
事
務
の
効
率
化
の
た
め
、
職
員
が
受
け
る
給
食
に
要
す
る
経
費
に

つ
い
て
給
与
か
ら
控
除
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
１
６
号

 

  
 

 
高
松
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
高
松
市
条
例
第
５
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
高
松
市
条
例
第
５
０
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）

 
（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）

 

第
４
条

 
略

 
第
４
条

 
法
第
９
条
第
２
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲

げ
る
機
関
が
行
う
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲
げ
る

機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
及
び
市
長
又
は
教
育
委
員
会
が
行
う

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
と
す
る
。

 

 
２

 
別
表
第
２
の
左
欄
に
掲
げ
る
機
関
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
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す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ

て
当
該
機
関
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
の

規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の
個
人
番

号
利
用
事
務
実
施
者
か
ら
当
該
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
３
・
４

 
略

 

 
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

 
別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

 

機
関

 
事
務

 

１
 
市
長

 
略

 

［
削
る
］

 

    

 

２
 
市
長

 
略

 

３
 
略

 
 

 

機
関

 
事
務

 

１
 
市
長

 
略

 

２
 
市
長

 
生
活
保
護
法
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国

人
に
対
す
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
、
就
労
自
立
給
付
金
若

し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
、
保
護
に
要
す
る

費
用
の
返
還
又
は
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

規
則
で
定
め
る
も
の

 

３
 
市
長

 
略

 

４
 
略

 
 

 

 
 

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

 
別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

 

機
関

 
事
務

 
特
定
個
人
情
報

 

１
 
市
長

 
略

 
 

［
削
る
］

 

 

 
 

機
関

 
事
務

 
特
定
個
人
情
報

 

１
 
市
長

 
略

 
 

２
 
市
長

 
生
活
保
護

法
の
規
定

 

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
に
よ
る
小
児
慢
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に
準
じ
て

行
う
生
活

に
困
窮
す

る
外
国
人

に
対
す
る

保
護
の
決

定
及
び
実

施
、
就
労

自
立
給
付

金
若
し
く

は
進
学
・

就
職
準
備

給
付
金
の

支
給
、
保

護
に
要
す

る
費
用
の

返
還
又
は

徴
収
金
の

徴
収
に
関

す
る
事
務

で
あ
っ
て

規
則
で
定

め
る
も
の

 

性
特
定
疾
病
医
療
費
、
療
育
の
給
付
又
は
障
害

児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
３
９
年

法
律
第
１
２
９
号
）
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に

関
す
る
情
報
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
１
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
に
よ
る
自
立
支

援
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関

係
情
報
、
外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
、
児
童

扶
養
手
当
法
（
昭
和
３
６
年
法
律
第
２
３
８

号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る

情
報
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
に

よ
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

３
９
年
法
律
第
１
３
４
号
）
に
よ
る
障
害
児
福

祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当
又
は
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

 

６
０
年
法
律
第
３
４
号
）
附
則
第
９
７
条
第
１

項
の
福
祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
地
方

税
関
係
情
報
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
４
０
年
法

律
第
１
４
１
号
）
に
よ
る
養
育
医
療
の
給
付
又

は
養
育
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
関
す
る

情
報
、
児
童
手
当
法
（
昭
和
４
６
年
法
律
第

 

７
３
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
の
支
給
に
関
す
る
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２
 
市
長

 
略

 
 

３
 
市
長

 
社
会
福
祉

法
人
等
に

よ
る
生
計

困
難
者
等

に
対
す
る

介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス

に
係
る
利

用
者
負
担

 

地
方
税
関
係
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
外

国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第

 

３
０
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
若
し
く
は
配
偶
者

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
給
付
等
関
係
情
報
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

 

 
 

情
報
、
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

 
 

１
２
３
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
、
地
域

支
援
事
業
の
実
施
又
は
保
険
料
の
徴
収
に
関
す

る
情
報
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

に
関
す
る
情
報
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
３
０
号
）
に

よ
る
支
援
給
付
若
し
く
は
配
偶
者
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等

支
援
給
付
等
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の

 

３
 
市
長

 
略

 
 

４
 
市
長

 
社
会
福
祉

法
人
等
に

よ
る
生
計

困
難
者
等

に
対
す
る

介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス

に
係
る
利

用
者
負
担

 

地
方
税
関
係
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
外

国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中
国
残
留
邦
人

等
支
援
給
付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
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額
減
額
措

置
事
業
の

実
施
に
関

す
る
事
務

で
あ
っ
て

規
則
で
定

め
る
も
の

 

 

４
～
７

 
略

 
 

 
額
減
額
措

置
事
業
の

実
施
に
関

す
る
事
務

で
あ
っ
て

規
則
で
定

め
る
も
の

 

 

５
～
８

 
略

 
 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
６
月
１
５
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措
置
に

関
す
る
事
務
が
法
定
事
務
に
準
ず
る
事
務
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
市
が
個
人
番
号
を
独
自
利
用
す
る
た
め
に
条
例
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
当
該
事
務
を
削
る
た

め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
１
７
号

 

  
 

 
高
松
市
仏
生
山
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
仏
生
山
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
（
令
和
２
年
高
松
市
条
例
第
３
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
仏
生
山
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
仏
生
山
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
（
令
和
２
年
高
松
市
条
例
第
３
５
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
使
用
許
可
）

 
（
使
用
許
可
）

 

第
３
条

 
略

 
第
３
条

 
施
設
等
の

う
ち

別
表
第
１
に
定
め
る

も
の

を
使
用
し
よ
う
と
す

る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け
た

事
項
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

 

 
２
・
３

 
略

 

 
 

（
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
）

 
（
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
）

 

第
５
条

 
略

 
第
５
条

 
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
者
は
、
別
表
第
１
に
規
定
す
る
使
用
料
（
以
下
こ
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の
条
に
お
い
て
「
使
用
料
」
と
い
う
。
）
を
当
該
許
可
の
際
に
前
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
使
用
す
る
場
合
又
は

市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
２
・
３

 
略

 

 
 

（
利
用
料
金
）

 
（
利
用
料
金
）

 

第
１
７
条

 
略

 
第
１
７
条

 
略

 

 
２

 
利
用
料
金
は
、
別
表
第
１
、
別
表
第
２
及
び
別
表
第
４
に
規
定
す
る
使
用
料

の
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
得
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

別
表
第
１
（
第
３
条
、
第
５
条
、
第
１
７
条
関
係
）

 
別
表
第
１
（
第
３
条
、
第
５
条
、
第
１
７
条
関
係
）

 

１
 
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料

 
１

 
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料

 

使
用
単
位

 

  施
設
名

 

午
前

 
午
後

 
全
日

 
１
時
間

 

午
前
９
時
か

ら
正
午
ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

毎
正
時
を
始

期
と
す
る
１

時
間

 

 
円

 
円

 
円

 
円

 

イ
ベ
ン
ト
ス

ペ
ー
ス

 

8
,
2
3
0
 

 
1
0
,
9
6
0
 

 
1
9
,
2
0
0
 

 
3
,
0
4
0
 

 

調
理
室

 
5
,
1
6
0
 

 
6
,
8
8
0
 

 
1
3
,
7
5
0
 

 
1
,
7
2
0
 

 

会
議
室
１
１

（
北
）

 

1
,
8
3
0
 

 
2
,
4
3
0
 

 
4
,
2
6
0
 

 
6
7
0
 

 

使
用
単
位

 

  施
設
名

 

午
前

 
午
後

 
全
日

 
１
時
間

 

午
前
９
時
か

ら
正
午
ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

毎
正
時
を
始

期
と
す
る
１

時
間

 

 
円

 
円

 
円

 
円

 

イ
ベ
ン
ト
ス

ペ
ー
ス

 

5
,
4
9
0
 

 
7
,
3
1
0
 

 
1
2
,
8
0
0
 

 
2
,
0
3
0
 

 

調
理
室

 
4
,
8
6
0
 

 
6
,
4
8
0
 

 
1
1
,
3
4
0
 

 
1
,
8
0
0
 

 

会
議
室
１
１

（
北
）

 

1
,
2
2
0
 

 
1
,
6
2
0
 

 
2
,
8
4
0
 

 
4
5
0
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会
議
室
１
１

（
南
）

 

2
,
6
4
0
 

 
3
,
5
1
0
 

 
6
,
1
5
0
 

 
9
7
0
 

 

会
議
室
２
１

 
1
,
6
2
0
 

 
2
,
1
6
0
 

 
3
,
7
8
0
 

 
5
9
0
 

 

会
議
室
２
２

 
2
,
0
2
0
 

 
2
,
7
0
0
 

 
4
,
7
2
0
 

 
7
5
0
 

 

研
修
室

 
3
,
2
4
0
 

 
4
,
3
2
0
 

 
7
,
5
6
0
 

 
1
,
1
9
0
 

 

教
室

 
5
,
0
7
0
 

 
6
,
7
5
0
 

 
1
1
,
8
2
0
 

 
1
,
8
7
0
 

 
 

会
議
室
１
１

（
南
）

 

1
,
7
6
0
 

 
2
,
3
4
0
 

 
4
,
1
0
0
 

 
6
5
0
 

 

会
議
室
２
１

 
1
,
0
8
0
 

 
1
,
4
4
0
 

 
2
,
5
2
0
 

 
4
0
0
 

 

会
議
室
２
２

 
1
,
3
5
0
 

 
1
,
8
0
0
 

 
3
,
1
5
0
 

 
5
0
0
 

 

研
修
室

 
2
,
1
6
0
 

 
2
,
8
8
0
 

 
5
,
0
4
0
 

 
8
0
0
 

 

教
室

 
3
,
3
8
0
 

 
4
,
5
0
0
 

 
7
,
8
8
0
 

 
1
,
2
5
0
 

 
 

備
考

 
略

 
備
考

 
略

 

 
［
削
る
］

 
 
２

 
冷
暖
房
装
置
使
用
料

 

 
区
分

 

種
別

 

使
用
料

 

 

冷
暖
房
装
置

 
そ
の
施
設
の
使
用
料
の
２
分
の
１
の
額

 
 

 
備
考

 
使
用
料
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
１
０
円
に
切
り
上

げ
る
。

 

２
 
附
属
設
備
使
用
料

 
３

 
附
属
設
備
使
用
料

 

名
称

 
単
位

 
使
用
料

 

 
 

円
 

拡
声
装
置

 
１
式

 
5
0
0
 

 

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

 
１
本

 
1
0
0
 

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
ス
ク
リ
ー
ン
付
き
）

 
１
式

 
5
0
0
 

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
（

大
型

ス
ク

リ
ー

ン
付

き
）

 

１
式

 
6
0
0
 

 

移
動
型
モ
ニ
タ
ー

 
１
式

 
5
0
0
 

 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

 
１
式

 
7
0
0
 

 

名
称

 
単
位

 
使
用
料

 

 
 

円
 

音
響
装
置

 
１
式

 
5
0
0
 

 

映
像
装
置

 
１
式

 
5
0
0
 

 

備
考

 

１
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
使
用
料
の
額
は
、
施
設
の
使
用
時
間
１
時
間
当
た
り

の
額
と
す
る
。

 

２
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
附
属
設
備
の
使
用
料
の
額
は
、
類
似
す

る
附
属
設
備
の
使
用
料
の
額
に
準
じ
て
市
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。
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司
会
者
台

 
１
台

 
1
0
0
 

 

演
台

 
１
台

 
1
0
0
 

 

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

 
１
台

 
1
0
0
 

 

パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

 
１
枚

 
1
0
0
 

 

ス
テ
ー
ジ
（
室
内
用
）

 
１
台

 
1
0
0
 

 

テ
ン
ト

 
１
張

 
3
0
0
 

 
 

３
 
使
用
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間

は
、
１
時
間
と
み
な
す
。

 

備
考

 
 

１
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
使
用
料
の
額
は
、
施
設
の
使
用
時
間
１
時
間
当
た
り

の
額
と
す
る
。

 

 

２
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
附
属
設
備
の
使
用
料
の
額
は
、
類
似
す

る
附
属
設
備
の
使
用
料
の
額
に
準
じ
て
市
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。

 

 

３
 
使
用
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間

は
、
１
時
間
と
み
な
す
。

 

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
市
長
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
第
１
７
条
第
２
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
目
的
と
し
て
、
高
松
市
仏
生
山
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
１
８
号

 

  
 

 
高
松
市
印
鑑
条
例
及
び
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
５
３
年
高
松
市
条
例
第
９
号
）
及
び
高
松
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
印
鑑
条
例
及
び
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

  
（
高
松
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
高
松
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
５
３
年
高
松
市
条
例
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
及
び
交
付
）

 

第
１
６
条

 
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置

で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２

条
第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記

録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第

 

（
多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
及
び
交
付
）

 

第
１
６
条

 
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置

で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２

条
第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記

録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第
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８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
（
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
、
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
（
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
、
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 
（
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
高
松
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
略

 

（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
市
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

 
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

区
分

 
事
務
の
種
類

 
単 位

 
金
額

 

１
 

証

明
手

数
料

 

(
１

)
 
住
民
基
本

台
帳
法
第
１
２

条
第
１
項
、
第

１
２
条
の
２
第

１
項
若
し
く
は

 

証 明 書 １ 通
 

３
５
０
円
。
た
だ
し
、
多
機
能
端
末

機
（
本
市
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ

れ
た
端
末
装
置
で
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

 

区
分

 
事
務
の
種
類

 
単 位

 
金
額

 

１
 

証

明
手

数
料

 

(
１

)
 
住
民
基
本

台
帳
法
第
１
２

条
第
１
項
、
第

１
２
条
の
２
第

１
項
若
し
く
は

 

証 明 書 １ 通
 

３
５
０
円
。
た
だ
し
、
多
機
能
端
末

機
（
本
市
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ

れ
た
端
末
装
置
で
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
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第
１
２
条
の
３

第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
く
住

民
票
に
記
載
を

し
た
事
項
又
は

同
法
第
１
５
条

の
４
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ

く
除
票
に
記
載

を
し
た
事
項
に

関
す
る
証
明

 

 
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４

年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記

録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電

気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律

第
８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項

第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設

備
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
証
明
書
等
の
交
付
が

受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
証
明
書
を
交
付
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
５
０
円

 

 
第
１
２
条
の
３

第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
く
住

民
票
に
記
載
を

し
た
事
項
又
は

同
法
第
１
５
条

の
４
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ

く
除
票
に
記
載

を
し
た
事
項
に

関
す
る
証
明

 

 
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４

年
法
律
第
１
５
３
号
）
第
２
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記

録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電

気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律

第
８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項

第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設

備
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
証
明
書
等
の
交
付
が

受
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
証
明
書
を
交
付
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
５
０
円
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(
２

)
～

(
2
3
)
 
略

 

２
～
６

 
略

 
 

 
(
２

)
～

(
2
3
)
 
略

 

２
～
６

 
略

 
 

 
備
考

 
略

 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
４
６
号
）
附
則
第
１
条
本
文
に
規
定

す
る
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
１
９
号

 

  
 

 
高
松
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
３
５
年
高
松
市
条
例
第
２
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 

  
 

 
高
松
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
３
５
年
高
松
市
条
例
第
２
１
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
保
険
料
の
賦
課
額
）

 
（
保
険
料
の
賦
課
額
）

 

第
１
０
条
の
２

 
保
険
料
の
賦
課
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

 
第
１
０
条
の
２

 
保
険
料
の
賦
課
額
は
、
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に

つ
き
算
定
し
た
基
礎
賦
課
額
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
３
３
年
政
令

第
３
６
２
号
）
附
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
２
９
条

の
７
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
基
礎
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
４
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
２
９
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
介
護
納
付
金
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賦
課
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
同
令
第
２
９
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
賦

課
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
算
定
し
た
介
護
納
付
金
賦
課
額

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

令
第
２
９
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
合
算
額
と
す
る
。

 

(
１

)
 
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
基
礎
賦
課
額

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
３
３
年
政
令
第
３
６
２
号
）
第
２
９
条

の
７
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
基
礎
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 

［
新
設
］

 

(
２

)
 
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
賦
課
額
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
１
項
第
２
号

に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 

［
新
設
］

 

(
３

)
 
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
賦
課

被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
算
定
し
た
介
護
納
付
金
賦
課
額

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
介

護
納
付
金
賦
課
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 

［
新
設
］

 

(
４

)
 
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
納
付
金
賦
課
額
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
１
項

第
４
号
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

 

［
新
設
］

 

 
 

（
基
礎
賦
課
総
額
）

 
（
基
礎
賦
課
総
額
）

 

第
１
０
条
の
３

 
略

 
第
１
０
条
の
３

 
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
（
第
１
８
条
第
１
項
、
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第
１
８
条
の
３
及
び
第
１
８
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
基
礎
賦
課
額
を
減
額
す
る

も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
額
の

見
込
額
か
ら
第
２
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算

定
し
た
額
と
す
る
。

 

(
１

)
 
略

 
(
１

)
 
当
該
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

 

ア
 
略

 
ア

 
略

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
７
５
条
の
７
第
１
項
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
香

川
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
高
齢
者

医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病

床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
介
護

保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下

「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

２
４
年
法
律
第
６
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分

を
除
く
。
）
の
額

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
７
５
条
の
７
第
１
項
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
香
川
県
の
国
民
健
康

保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規

定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と

い
う
。
）
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等

（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平

成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
介
護
納
付

金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
）
の

額
 

ウ
～
オ

 
略

 
ウ
～
オ

 
略

 
 

カ
 
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務

の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
香
川
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会

計
に
お
い
て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金

カ
 
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務

の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
香
川
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会

計
に
お
い
て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
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等
、
介
護
納
付
金
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

 

並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）

 

(
２

)
 
略

 
(
２

)
 
当
該
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

 

ア
 
略

 
ア

 
略

 

イ
 
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
７
５
条
の
規
定

に
よ
り
交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
（
香
川
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い

て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
、
介
護
納

付
金
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
 

イ
 
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
７
５
条
の
規
定

に
よ
り
交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
（
香
川
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い

て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
並
び
に
介

護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り

貸
し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要

す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

 

 
 
ウ
・
エ

 
略

 
 

 
ウ
・
エ

 
略

 

 
 

（
基
礎
賦
課
限
度
額
）

 
（
基
礎
賦
課
限
度
額
）

 

第
１
４
条
の
２

 
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課
額
は
、
６
７
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

 

第
１
４
条
の
２

 
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課
額
は
、
６
６
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

 

 
 

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
保
険
料
率
）

 
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
保
険
料
率
）

 

第
１
４
条
の
７

 
略

 
第
１
４
条
の
７

 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

 

(
１

)
・

(
２

)
 
略

 
(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

(
３

)
 
略

 
(
３

)
 
世
帯
別
平
等
割

 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
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じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

 

ア
 
特
定
世
帯
又
は
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
総
額
の
１
０
０
分
の
１
５
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前
年
度
及

び
そ
の
直
前
の
２
か
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯

の
数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か
ら
特
定
世
帯
の
数
に
２
分
の
１
を
乗

じ
て
得
た
数
と
特
定
継
続
世
帯
の
数
に
４
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合

計
数
を
控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額

 

ア
 
イ
又
は
ウ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

総
額
の
１
０
０
分
の
１
５
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ

の
直
前
の
２
か
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
の
数

等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か
ら
特
定
世
帯
の
数
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て

得
た
数
と
特
定
継
続
世
帯
の
数
に
４
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数

を
控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額

 

イ
・
ウ

 
略

 
イ
・
ウ

 
略

 

２
・
３

 
略

 
２
・
３

 
略

 

 
 

 
（
介
護
納
付
金
賦
課
限
度
額
）

 
 
（
介
護
納
付
金
賦
課
限
度
額
）

 

第
１
４
条
の
１
４

 
略

 
第
１
４
条
の
１
４

 
略

 

 
 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
総
額
）

 
 

第
１
４
条
の
１
５

 
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦

課
額
（
第
１
８
条
第
１
項
、
第
１
８
条
の
３
、
第
１
８
条
の
４
及
び
第
１
８
条

の
５
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の

と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総

額
（
以
下
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第

１
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
第
２
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た

額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
３
条
の
２
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
保
険
料
の
減
免
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
額

の
見
込
額
か
ら
第
２
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
に
第
３
号
に
掲

げ
る
額
の
見
込
額
を
合
算
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
こ
と
が

［
新
設
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で
き
る
。

 

(
１

)
 
当
該
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

 
 

ア
 
当
該
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
（
香
川
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す

る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分

に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額

 

 

イ
 
第
１
８
条
の
５
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
減
額

す
る
こ
と
と
な
る
額
の
総
額

 

 

(
２

)
 
当
該
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

 
 

ア
 
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
７
５
条
の
規
定

に
よ
り
交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
貸
し

付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額

 

 

イ
 
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費

納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
第
７
２

条
の
３
第
１
項
、
第
７
２
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
第
７
２
条
の
３
の
３

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額

 

 

(
３

)
 
当
該
年
度
に
お
け
る
第
２
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
減
免
の
額
の
総
額

 

 

 
 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
）

 
 

第
１
４
条
の
１
６

 
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦

［
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設
］
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課
額
は
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及
び
被

保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
並
び
に
当
該
世
帯
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別

平
等
割
額
の
合
計
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
（
国
民

健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
５
項
第
３
号
に
規
定
す
る
１
８
歳
以
上

被
保
険
者
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
算
定
し
た
１
８
歳
以
上
被
保
険
者

均
等
割
額
の
総
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 

 
 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
所
得
割
額
の
算
定
）

 
 

第
１
４
条
の
１
７

 
前
条
の
所
得
割
額
は
、
被
保
険
者
に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す

る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
、
次
条
の
所
得

割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

 

［
新
設
］

 

 
 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
）

 
 

第
１
４
条
の
１
８

 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

(
１

)
 
所
得
割

 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
か
ら
、
第
１
４
条
の

１
５
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
及
び
同
号
イ
に
係
る
同
条
第
３
号
に

掲
げ
る
額
の
見
込
額
の
合
算
額
か
ら
同
条
第
１
号
イ
に
係
る
同
条
第
２
号
に

掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
の
算
定
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
の

１
０
０
分
の
５
０
に
相
当
す
る
額
を
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所

得
金
額
等
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
５
項
第
４
号
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
３
２
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条
の
１
０
の
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
後
の
金
額
と
す

る
。
）
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数

 

(
２

)
 
被
保
険
者
均
等
割

 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料

率
の
算
定
に
係
る
額
の
１
０
０
分
の
３
５
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前

年
度
及
び
そ
の
直
前
の
２
か
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
被
保
険
者
の
数
等
を

勘
案
し
て
算
定
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額

 

 

(
３

)
 
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割

 
第
１
４
条
の
１
５
第
１
号
イ
に
掲
げ

る
額
の
見
込
額
及
び
同
号
イ
に
係
る
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
の

合
算
額
か
ら
同
条
第
１
号
イ
に
係
る
同
条
第
２
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を

控
除
し
た
額
を
、
当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
２
か
年
度
の
各
年

度
に
お
け
る
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
の
数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
で
除

し
て
得
た
額

 

 

(
４

)
 
世
帯
別
平
等
割

 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

 

 

ア
 
特
定
世
帯
又
は
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
の
算
定
に
係
る
額
の
１
０
０
分
の
１
５
に
相

当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
２
か
年
度
の
各
年
度

に
お
け
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
の
数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か

ら
特
定
世
帯
の
数
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
特
定
継
続
世
帯
の
数

に
４
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た

額
 

 

イ
 
特
定
世
帯

 
ア
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
２
分
の
１
を

乗
じ
て
得
た
額

 

 

ウ
 
特
定
継
続
世
帯

 
ア
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
４
分
の
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３
を
乗
じ
て
得
た
額

 

２
 
前
項
の
保
険
料
率
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
小
数
点
以
下
第
３
位
未
満

の
端
数
又
は
１
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。

 

 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
の
保
険
料
率
を
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
告
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

 
 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
限
度
額
）

 
 

第
１
４
条
の
１
９

 
第
１
４
条
の
１
６
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額

は
、
３
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

［
新
設
］

 

 
 

（
端
数
計
算
等
）

 
 
（
端
数
計
算
等
）

 

第
１
４
条
の
２
０

 
略

 
第
１
４
条
の
１
５

 
略

 

２
 
基
礎
賦
課
額
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
及
び

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。

 

２
 
基
礎
賦
課
額
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
及
び
介
護
納
付
金
賦
課
額
に

１
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。

 

３
 
略

 
３

 
略

 

 
 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
納
付
義
務
の
発
生
、
消
滅
又
は
被
保
険
者
数
の
異
動

等
が
あ
っ
た
場
合
）

 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
納
付
義
務
の
発
生
、
消
滅
又
は
被
保
険
者
数
の
異
動

等
が
あ
っ
た
場
合
）

 

第
１
７
条

 
保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
発
生
し
、
１
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
、
又
は
１
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
と
な
っ
た
、
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
、
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
の
２
第
２

第
１
７
条

 
保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
発
生
し
、
１
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
、
又
は
１
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
と
な
っ
た
、
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で

な
く
な
っ
た
、
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
の
２
第
２
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項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
（
以
下
「
特
例
対
象
被
保
険
者
等
」
と

い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
第
１
１
条
、
第

１
４
条
の
４
若
し
く
は
第
１
４
条
の
１
６
の
額
（
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若

し
く
は
減
少
し
た
場
合
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
被

保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
っ

た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
を
除
く
。
）
若

し
く
は
第
１
４
条
の
１
０
の
額
又
は
次
条
第
１
項
各
号
（
同
条
第
３
項
又
は
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
５
項
各
号
に
定
め
る
額
、
第
１
８
条
の

３
第
１
項
（
同
条
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
同
条
第
５
項
（
同
条

第
７
項
又
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
１
８
条
の
４
第
１
項
各
号
（
同
条
第

３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
同
条
第
６
項
各
号
（
同
条
第
８
項
か

ら
第
１
０
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
若
し
く
は
第
１
８
条
の
５
第
１
項
に
定
め
る

額
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
納
付
義
務
が
発
生
し
、
被
保
険
者
数
が
増
加

し
、
若
し
く
は
減
少
し
た
日
（
法
第
６
条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
の
規
定
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
減
少
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す

る
。
）
又
は
１
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
と

 

な
っ
た
、
若
し
く
は
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
、
又
は
特
例

対
象
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
、
月
割
を
も
っ
て
行
う
。

 

項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
（
以
下
「
特
例
対
象
被
保
険
者
等
」
と

い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
第
１
１
条
若
し

く
は
第
１
４
条
の
４
の
額
（
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た
場

合
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し

た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当

該
納
付
義
務
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
１
４
条
の

１
０
の
額
又
は
次
条
第
１
項
各
号
（
同
条
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る

額
、
第
１
８
条
の
３
第
１
項
（
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
第
１
４
条
の
基
礎
賦

課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得

た
額
、
第
１
８
条
の
３
第
４
項
第
１
号
（
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第

 

１
８
条
の
４
第
１
項
各
号
（
同
条
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
若
し
く

は
同
条
第
５
項
各
号
（
同
条
第
７
項
又
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
の
算
定
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
納
付
義
務
が
発
生
し
、
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は

減
少
し
た
日
（
法
第
６
条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
減
少

し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す
る
。
）
又
は
１
世

帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
と
な
っ
た
、
若
し
く
は

介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
、
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と

な
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
、
月
割
を
も
っ
て
行
う
。
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２
 
保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付

義
務
者
に
係
る
第
１
１
条
、
第
１
４
条
の
４
、
第
１
４
条
の
１
０
若
し
く
は
第

１
４
条
の
１
６
の
額
又
は
次
条
第
１
項
各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
５

項
各
号
に
定
め
る
額
、
第
１
８
条
の
３
第
１
項
に
定
め
る
額
、
同
条
第
５
項
に

定
め
る
額
、
第
１
８
条
の
４
第
１
項
各
号
に
定
め
る
額
、
同
条
第
６
項
各
号
に

定
め
る
額
若
し
く
は
第
１
８
条
の
５
第
１
項
に
定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
の
納

付
義
務
が
消
滅
し
た
日
（
法
第
６
条
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
納
付
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
消
滅
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す
る
。
）
の

属
す
る
月
の
前
月
ま
で
、
月
割
を
も
っ
て
行
う
。

 

２
 
保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付

義
務
者
に
係
る
第
１
１
条
、
第
１
４
条
の
４
若
し
く
は
第
１
４
条
の
１
０
の
額

又
は
次
条
第
１
項
各
号
に
定
め
る
額
、
第
１
８
条
の
３
第
１
項
に
定
め
る
第

 

１
４
条
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
１
０
分

の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
１
８
条
の
３
第
４
項
第
１
号
に
定
め
る
額
、
第

 

１
８
条
の
４
第
１
項
各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
５
項
各
号
に
定
め
る

額
の
算
定
は
、
そ
の
納
付
義
務
が
消
滅
し
た
日
（
法
第
６
条
第
１
号
か
ら
第
８

号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
納
付
義
務
が
消
滅
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ

の
前
日
と
す
る
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
、
月
割
を
も
っ
て
行
う
。

 

 
 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
）

 
（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
）

 

第
１
８
条

 
次
の
各
号
に
該
当
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦

課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
７

万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
７
万
円
）
と
す
る
。

 

第
１
８
条

 
次
の
各
号
に
該
当
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦

課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
６
万
円
を
超
え

る
場
合
は
、
６
６
万
円
）
と
す
る
。

 

(
１

)
 
世
帯
主
並
び
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険

料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現

在
に
お
い
て
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に

つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金

額
（
青
色
専
従
者
給
与
額
又
は
事
業
専
従
者
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

３
１
３
条
第
３
項
、
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
所
得
税
法

（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
５
７
条
第
１
項
、
第
３
項
又
は
第
４
項

の
規
定
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
と
し
、
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と

(
１

)
 
世
帯
主
並
び
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に
保
険

料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。
）
現

在
に
お
い
て
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に

つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金

額
（
青
色
専
従
者
給
与
額
又
は
事
業
専
従
者
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

３
１
３
条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
所
得
税
法
（
昭

和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
５
７
条
第
１
項
、
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規

定
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
と
し
、
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
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区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
附
則
第
３
３
条
の
２
第
５

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第

 

３
５
条
の
２
の
６
第
８
項
又
は
第
１
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す

る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
３
５
条
第
５
項
に
規
定
す
る

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
３
５
条
の
３
第
１
５

項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則

第
３
５
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

の
金
額
（
同
法
附
則
第
３
５
条
の
２
の
６
第
１
１
項
又
は
第
３
５
条
の
３
第

１
３
項
若
し
く
は
第
１
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
３
５
条
の
４
の
２
第
７
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得

に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条

第
２
項
（
同
法
第
１
２
条
第
５
項
及
び
第
１
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
８
条
第

４
項
（
同
法
第
１
２
条
第
６
項
及
び
第
１
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及

び
同
条
第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
附
則
第
３
３
条
の
２
第
５
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
３
５
条

の
２
の
６
第
８
項
又
は
第
１
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
３
３
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
３
５
条
第
５
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
３
５
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
３
５
条
の
３
第
１
５
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
３
５
条

の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額

（
同
法
附
則
第
３
５
条
の
２
の
６
第
１
１
項
又
は
第
３
５
条
の
３
第
１
３
項

若
し
く
は
第
１
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金

額
）
、
同
法
附
則
第
３
５
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
３
５
条
の
４
の
２
第
７
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す

る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
２
項

（
同
法
第
１
２
条
第
５
項
及
び
第
１
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
８
条
第
４
項

（
同
法
第
１
２
条
第
６
項
及
び
第
１
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
０
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同

条
第
１
２
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
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額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金

額
（
世
帯
主
並
び
に
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
（
次
号
及
び
第
３
号
並
び
に
第
５
項
に
お
い
て
「
世
帯
主

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
条
第
１
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る

給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除
を

受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
円
を

超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及

び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
地
方
税
法
第
３
１
４

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
３
５
条
第
３

項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す

る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に

 

あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
６
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限

り
、
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

１
１
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を

除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
次
号
及
び
第
３
号
並
び
に
第
５
項
に
お
い
て

「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地

方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た

金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者

 
ア
に
掲
げ
る
額

に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と

イ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

 

 
ア
・
イ

 
略

 

合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額

（
世
帯
主
並
び
に
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
（
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
「
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得

金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て

同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第

１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
円
を
超
え
る
者
に
限

る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
６
０
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以

上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
１
０
万
円
を
超
え

る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
の
合

計
数
（
次
号
及
び
第
３
号
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
方
税
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１

号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０

万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険

料
の
納
付
義
務
者

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う

ち
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ

れ
る
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
イ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

 

  
ア
・
イ

 
略

 

－41－



 

(
２

)
 
前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得

と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
３
１
４

条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等

の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所

得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え

た
金
額
）
に
３
１
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期
日
後
に

保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す

る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い

世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ
て
、
前
号
に
該
当
す
る
者
以
外

の
も
の

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年

度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の

の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
イ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

 

ア
・
イ

 
略

 

(
２

)
 
前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得

と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
３
１
４

条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等

の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所

得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え

た
金
額
）
に
３
０
万
５
，
０
０
０
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦

課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た

日
と
す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超

え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ
て
、
前
号
に
該
当
す
る

者
以
外
の
も
の

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ

る
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
イ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

 

ア
・
イ

 
略

 

(
３

)
 
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第

 
 

３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所

得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該

給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
え
た
金
額
）
に
５
７
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期

日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と

す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な

い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ
て
、
前
２
号
に
該
当
す
る
者

(
３

)
 
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第

 
 

３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所

得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該

給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
え
た
金
額
）
に
５
６
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期

日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と

す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な

い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ
て
、
前
２
号
に
該
当
す
る
者
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以
外
の
も
の

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当

該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る

も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
イ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

 

以
外
の
も
の

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当

該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る

者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
イ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

 

 
ア
・
イ

 
略

 
 
ア
・
イ

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
４
」
と
、
「
６
７
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
６
万
円
」
と
、
前
項
中
「
第

 

１
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
１
４
条
の
７
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
４
」
と
、
「
６
６
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
６
万
円
」
と
、
前
項
中
「
第

 

１
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
１
４
条
の
７
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は

「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の

 

１
０
」
と
、
「
６
７
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
１
７
万
円
」
と
、
第
２
項
中
「
第

１
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
１
４
条
の
１
３
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は

「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の

 

１
０
」
と
、
「
６
６
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
１
７
万
円
」
と
、
第
２
項
中
「
第

１
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
１
４
条
の
１
３
第
２
項
及
び
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

５
 
次
の
各
号
に
該
当
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の

う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
は
、
第
１
４
条
の
１
６
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
３
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
３
万
円
）
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

(
１

)
 
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

他
の
所
得
区
分
と
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
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第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与

所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金

額
を
加
え
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者

 
ア

に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と

さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
、
イ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額

の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額
及
び
ウ
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

 

ア
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
１
人
当
た
り

被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

イ
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
１
人
当
た
り

１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

ウ
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
世
帯
別
平
等

割
額
に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

(
２

)
 
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法

第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与

所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金

額
を
加
え
た
金
額
）
に
３
１
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課

期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の
発
生
し
た
日
と

す
る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
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世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な

い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ
て
前
号
に
該
当
す
る
者
以
外

の
者

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度

分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定

の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
、
イ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世

帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
賦
課
額
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も

の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
ウ
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

 

ア
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
１
人
当
た
り

被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

イ
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
１
人
当
た
り

１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

ウ
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
世
帯
別
平
等

割
額
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

(
３

)
 
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法

第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与

所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当

該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
万
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
え
た
金
額
）
に
５
７
万
円
に
当
該
年
度
の
保
険
料
賦
課
期
日
（
賦
課
期

日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の
発
生
し
た
日
と
す

る
。
）
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い

世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
っ
て
前
２
号
に
該
当
す
る
者
以
外
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の
者

 
ア
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度

分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定

の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
、
イ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
世

帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
賦
課
額
の
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象
と
さ
れ
る
も

の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
ウ
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

 

ア
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
１
人
当
た
り

被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

イ
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
１
人
当
た
り

１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

ウ
 
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
世
帯
別
平
等

割
額
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

６
 
第
１
４
条
の
１
８
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
の
ア
か
ら
ウ

ま
で
に
規
定
す
る
額
（
前
項
に
規
定
す
る
第
１
号
の
１
人
当
た
り
軽
減
額
、
第

２
号
の
１
人
当
た
り
軽
減
額
及
び
第
３
号
の
１
人
当
た
り
軽
減
額
）
の
決
定
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
４
条
の
１
８
第
２
項
及
び
第

３
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
」
（
「
第
１
号
の
１
人
当
た

り
軽
減
額
、
第
２
号
の
１
人
当
た
り
軽
減
額
及
び
第
３
号
の
１
人
当
た
り
軽
減

額
」
）
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

 
 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
特
例
）

 
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
特
例
）

 

第
１
８
条
の
２

 
世
帯
主
又
は
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
第

１
項
、
第
１
４
条
の
５
、
第
１
４
条
の
１
１
及
び
第
１
４
条
の
１
７
並
び
に
前

第
１
８
条
の
２

 
世
帯
主
又
は
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
第

１
項
及
び
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
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条
第
１
項
（
同
条
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
５
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条

第
１
項
中
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第

３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計

算
し
た
金
額
の
１
０
０
分
の
３
０
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第

２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
所
得
の
金
額
（
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
の
金
額
（
地
方
税
法
」
と
、
前
条
第
１
項
第
１
号
中
「
総
所
得
金
額
（
」
と

あ
る
の
は
「
総
所
得
金
額
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税

法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

金
額
の
１
０
０
分
の
３
０
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
、

「
つ
い
て
は
、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
」
に
、
「
所
得

税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
５
７
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
税
法
第
５
７
条
第
１
項
」
と
す
る
。

 

「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
特
例
対

象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）

第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

金
額
の
１
０
０
分
の
３
０
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
２
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
所
得
の
金
額
（
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
の
金

額
（
地
方
税
法
」
と
、
前
条
第
１
項
第
１
号
中
「
総
所
得
金
額
（
」
と
あ
る
の

は
「
総
所
得
金
額
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第

 

２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額

の
１
０
０
分
の
３
０
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
、
「
つ
い

て
は
、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
」
に
、
「
所
得
税
法

（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
５
７
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税

法
第
５
７
条
第
１
項
」
と
す
る
。

 

 
 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
）

 
（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
）

 

第
１
８
条
の
３

 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦

課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
第
１
４
条
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等

割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第

１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行
っ
た
後
の
額
と
す
る
。
）

第
１
８
条
の
３

 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦

課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
第
１
４
条
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等

割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
１
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第

１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行
っ
た
後
の
額
と
す
る
。
）
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を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
（
第
５
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

 
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
（
第
４
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

 

２
・
３

 
略

 
２
・
３

 
略

 

４
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の

減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課

額
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
４

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
８
」
と
、
第
２
項
中
「
第
１
４
条
第
３

項
」
及
び
「
同
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
８
第
３
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

５
・
６

 
略

 
４
・
５

 
略

 

７
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
５
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
８
条
第
１
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
１
８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
１
項
各
号
」

と
、
「
第
１
４
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
」
と
、
前
項
中
「
第
１
４

条
第
３
項
」
及
び
「
同
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
第
３
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

６
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
４
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
４
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
７
」
と
、
「
第
１
４
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
第
２
項
」

と
、
前
項
中
「
第
１
４
条
第
３
項
」
及
び
「
同
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

１
４
条
の
７
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

８
 
第
５
項
及
び
第
６
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の

減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
５
項
中
「
基
礎
賦
課

額
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
８

条
第
１
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
８
条
第
５
項
各
号
」
と
、
「
第
１
４

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
８
」
と
、
第
６
項
中
「
第
１
４
条
第
３

項
」
及
び
「
同
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
８
第
３
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

［
新
設
］
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（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
）

 
（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
）

 

第
１
８
条
の
４

 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
６
項
第
８
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課

額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額

が
６
７
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
７
万
円
）
と
す
る
（
第
６
項
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
）
。

 

第
１
８
条
の
４

 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
７
第
５
項
第
８
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課

額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額

が
６
６
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
６
万
円
）
と
す
る
（
第
５
項
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
）
。

 

(
１

)
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
当
該
年

度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
１
２
分
の

１
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
国
民
健

康
保
険
法
施
行
規
則
第
３
２
条
の
１
０
の
３
で
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産
の

日
。
第
２
３
条
の
４
第
１
項
及
び
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊

娠
の
場
合
に
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
（
以

下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額

 

(
１

)
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
当
該
年

度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
１
２
分
の

１
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
国
民
健

康
保
険
法
施
行
規
則
第
３
２
条
の
１
０
の
２
で
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産
の

日
。
第
２
３
条
の
４
第
１
項
及
び
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊

娠
の
場
合
に
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
（
以

下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額

 

(
２

)
 
略

 
(
２

)
 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
４
」
と
、
「
６
７
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
６
万
円
」
と
、
前
項
中
「
第

 

１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
第
２

３
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
４
」
と
、
「
６
６
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
６
万
円
」
と
、
前
項
中
「
第

 

１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
第
２
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項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金

賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、

「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
０
」
と
、
「
６
７
万
円
」
と
あ

る
の
は
「
１
７
万
円
」
と
、
第
２
項
中
「
第
１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
３
第
２
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

 

４
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金

賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、

「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
０
」
と
、
「
６
６
万
円
」
と
あ

る
の
は
「
１
７
万
円
」
と
、
第
２
項
中
「
第
１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第

２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
３
第
２
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

 

５
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の

減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
基
礎
賦
課

額
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
被
保
険

者
均
等
割
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
均
等
割
及
び
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均

等
割
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
６
」
と
、
「
６
７

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
３
万
円
」
と
、
第
２
項
中
「
第
１
４
条
第
２
項
」
及
び

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
８
第
２
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

６
 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
１
８
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額

す
る
も
の
と
し
た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎

賦
課
額
は
、
当
該
減
額
後
の
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合

算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
７
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
６
７
万
円
）
と
す
る
。

 

５
 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
１
８
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額

す
る
も
の
と
し
た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎

賦
課
額
は
、
当
該
減
額
後
の
第
１
１
条
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合

算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
６
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
６
６
万
円
）
と
す
る
。
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(
１

)
・

(
２

)
 
略

 
 

(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

７
 
略

 
６

 
略

 
 

８
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
４
」
と
、
「
６
７
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
６
万
円
」
と
、
「
第
１
８
条
第

１
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
同
条
第
１
項
各
号
」
と
、
前
項
中
「
第
１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
第
２
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

７
 
前
２
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
５
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条

の
４
」
と
、
「
６
６
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
６
万
円
」
と
、
前
項
中
「
第

 

１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
７
第
２

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

９
 
第
６
項
及
び
第
７
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は

「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付

金
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
０
」
と
、

「
６
７
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
１
７
万
円
」
と
、
「
第
１
８
条
第
１
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
１
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
１

項
各
号
」
と
、
第
７
項
中
「
第
１
４
条
第
２
項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
３
第
２
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

８
 
第
５
項
及
び
第
６
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
５
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は

「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付

金
賦
課
額
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
０
」
と
、

「
６
６
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
１
７
万
円
」
と
、
第
６
項
中
「
第
１
４
条
第
２

項
」
及
び
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
３
第
２
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

１
０

 
第
６
項
及
び
第
７
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額

の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
項
中
「
基
礎
賦
課

額
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
被
保
険

者
均
等
割
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
均
等
割
及
び
１
８
歳
以
上
被
保
険
者
均

等
割
」
と
、
「
第
１
１
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
６
」
と
、
「
６
７

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
３
万
円
」
と
、
「
第
１
８
条
第
１
項
各
号
」
と
あ
る
の

［
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は
「
第
１
８
条
第
５
項
各
号
」
と
、
第
７
項
中
「
第
１
４
条
第
２
項
」
及
び

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
４
条
の
１
８
第
２
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

 
 

（
１
８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
の

被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
）

 

 

第
１
８
条
の
５

 
当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯
に
１
８
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
３
月
３
１
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
１
８
歳
未
満
被
保
険

者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
１
８
歳
未
満
被
保
険
者
に
係
る

当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

は
、
第
１
４
条
の
１
８
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者

均
等
割
の
保
険
料
率
に
相
当
す
る
額
（
第
１
８
条
第
５
項
、
第
１
８
条
の
３
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
１
項
若
し
く
は
同
条
第
８
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
５
項
又
は
前
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
１
項
若
し
く
は
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
当
該
１
８
歳
未
満
被
保
険

者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額
の
被
保
険
者

均
等
割
の
保
険
料
率
に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
減
額
後
の
額
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

 

［
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２
 
第
１
４
条
の
１
８
第
３
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
額
の
決
定
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
４
条
の
１
８
第
３
項
の
規
定
中

「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
保
険
料
の
額
の
通
知
）

 
 
（
保
険
料
の
額
の
通
知
）

 

第
１
９
条

 
略

 
第
１
９
条

 
略

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
改
正
後
の
第
１
０
条
の
２
、
第
１
４
条
の
２
、
第
１
４
条
の
１
５
か
ら
第
１
４
条
の
１
９
ま
で
及
び
第
１
７
条
か
ら
第
１
８
条
の
５
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
８
年
度
以

後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
７
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
０
号

 

  
 

 
高
松
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

附
 
則

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

（
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定

に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

 

（
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定

に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

 

第
１
１
条

 
略

 
第
１
１
条

 
略

 

 
 

（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
の
特

例
）
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第
１
２
条

 
第
１
号
被
保
険
者
（
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
当
該
保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
き
、
令
和
８

年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該

保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
者
（
同
法
第
２
９
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な

さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る

者
（
同
年
中
の
給
与
等
（
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
入
金
額
が
５
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
６
５
万

１
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料

率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
２
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号

ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１
１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
及
び
第
１
３
号

ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中

「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項

若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条

の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３

第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金

額
か
ら
政
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得

た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
２
８
条

第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得

の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
令
和

７
年
中
の
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
５
５
万
円
を
控

除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
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別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
政
令
第
２
２
条

の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計

所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す

る
。

 

２
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含

ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
，
０
０
０
円
以

上
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お

け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
２
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号

ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１
１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
及

び
第
１
３
号
ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

第
６
号
ア
中
「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条

の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１

項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、

第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
政
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額

を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得

税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し

た
金
額
に
１
０
万
円
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ

る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
政
令
第

 

２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当

該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」

と
す
る
。
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３
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含

ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円

以
上
１
９
０
万
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険

料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
２
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号

ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１
１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
及
び
第
１
３
号

ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中

「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項

若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条

の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３

第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金

額
か
ら
政
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得

た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
２
８
条

第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得

の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
６
５

万
円
か
ら
令
和
７
年
給
与
所
得
控
除
額
（
令
和
７
年
中
の
所
得
税
法
第
２
８
条

第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
、
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
１
３
号
）
第
１
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
同

表
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
同
表
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の

金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ

る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
政
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別

控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

 

－58－



 

に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

 

 
 

（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

 
 

第
１
３
条

 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ

い
て
の
第
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者

の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規

定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。

 

［
新
設
］

 

(
１

)
 
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和

８
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町

村
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
令
和
８
年
度
分
の
地
方

税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
保
険
料
を
賦

課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第
２
９
４
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ

た
者
を
含
む
。
）

 

 

(
２

)
 
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か

つ
、
令
和
８
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な

い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

 

 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上

 

６
５
万
１
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の

合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額

か
ら
５
５
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
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イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上

 

１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年

の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
１
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

 

 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
以
上

１
９
０
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得

金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
６
５
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収

入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
（
以
下

「
別
表
第
５
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ

り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等

の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

 

 

(
３

)
 
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か

つ
、
令
和
８
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な

い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

 

 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上

 

６
５
万
１
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第

３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中

の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
５
５
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る

場
合

 

 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上

 

１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
２
９
５
条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
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定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
１
０
万

円
以
下
で
あ
る
場
合

 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
以
上

１
９
０
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
３
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額

か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
６
５
万
円
か
ら
、

同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
別
表
第

５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求

め
た
別
表
第
５
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

 

 

２
 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の

第
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
が
前
項

第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る

者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分

の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。

 

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
１
号

 

  
 

 
高
松
市
庵
治
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
庵
治
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
条
例
（
平
成
１
７
年
高
松
市
条
例
第
１
７
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
庵
治
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
庵
治
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
条
例
（
平
成
１
７
年
高
松
市
条
例
第
１
７
８
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
使
用
許
可
）

 
（
使
用
許
可
）

 

第
２
条

 
略

 
第
２
条

 
略

 

 
 

 
（
使
用
料
）

 
 

第
３
条

 
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用

者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
に
規
定
す
る
使
用
料
を
当
該
許
可
の
際
に
前
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
使
用
す
る
場

合
又
は
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

［
新
設
］
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２
 
既
納
の
使
用
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

３
 
市
長
は
、
使
用
者
が
第
１
条
に
規
定
す
る
設
置
目
的
に
沿
っ
て
ほ
っ
と
ぴ

 

あ
ん
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料

を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

 
 

（
利
用
の
制
限
）

 
（
利
用
の
制
限
）

 

第
４
条

 
略

 
第
３
条

 
略

 

 
 

（
損
害
賠
償
）

 
（
損
害
賠
償
）

 

第
５
条

 
使
用
者
は
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
、
施
設
等
を
損
傷

し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、
市
長
の
指
示
に
従
い
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
４
条

 
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使

用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
、
施
設
等
を

損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、
市
長
の
指
示
に
従
い
、
そ
の
損
害
を
賠
償

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

 
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

 

第
６
条

 
略

 
第
５
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 
２
～
５

 
略

 

６
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
３
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
２
条
、
第
４
条
及
び
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
条
及
び
第
４
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の

は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

 

６
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
２
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

２
条
及
び
第
３
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
前
条
中

「
第
２
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
第
２
条
第
１
項
」
と
す
る
。

 

７
 
略

 
７

 
略
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（
利
用
料
金
）

 
（
利
用
料
金
）

 

第
７
条

 
略

 
第
６
条

 
略

 

 
２

 
利
用
料
金
は
、
別
表
に
規
定
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定

管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

第
８
条
・
第
９
条

 
略

 
第
７
条
・
第
８
条

 
略

 

 
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
取

扱
い
）

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
取

扱
い
）

 

第
１
０
条

 
市
長
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
、
若
し
く
は
第

６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
又
は
利
用
料

金
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
な
い
と
き
は
、
第
７
条
第
２
項
の

利
用
料
金
の
額
を
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
の
使
用
料
と
し
て
徴
収
す
る
。

 

第
９
条

 
市
長
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
、
若
し
く
は
第
５

条
第
５
項
に
規
定
す
る
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
又
は
利
用
料
金

を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
な
い
と
き
は
、
第
６
条
第
２
項
の
利

用
料
金
の
額
を
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
の
使
用
料
と
し
て
徴
収
す
る
。

 

２
 
略

 
２

 
略

 

 
 

第
１
１
条

 
略

 
第
１
０
条

 
略

 

 
 

別
表
（
第
３
条
、
第
７
条
関
係
）

 
別
表
（
第
６
条
関
係
）

 

１
 
浴
室
使
用
料

 
 
１

 
浴
室
利
用
料

 

区
分

 
使
用
料
（
１
回
に
つ
き
）

 

(
１

)
 
大
人

 
高
齢
者

 
略

 

 
一
般

 
高
齢
者
の
使
用
料
の
１
．
３
倍
の
額

 

区
分

 
利
用
料
（
１
回
に
つ
き
）

 

(
１

)
 
大
人

 
高
齢
者

 
略

 

 
一
般

 
高
齢
者
の
利
用
料
の
１
．
３
倍
の
額
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(
２

)
 
小
人

 
 

前
号
の
一
般
の
使
用
料
の
２
分
の
１
の
額

 

(
３

)
 
障
害
者

 
一
般

 
略

 

 
小
人

 
前
号
の
使
用
料
の
２
分
の
１
の
額

 
 

(
２

)
 
小
人

 
 

前
号
の
一
般
の
利
用
料
の
２
分
の
１
の
額

 

(
３

)
 
障
害
者

 
一
般

 
略

 

 
小
人

 
前
号
の
利
用
料
の
２
分
の
１
の
額

 
 

備
考

 
 
備
考

 

１
～
４

 
略

 
 

 
１
～
４

 
略

 

５
 
使
用
料
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
５
円
未
満
は
切
り

捨
て
、
５
円
以
上
は
１
０
円
に
切
り
上
げ
る
。

 

 
 
５

 
利
用
料
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
５
円
未
満
は
切
り

捨
て
、
５
円
以
上
は
１
０
円
に
切
り
上
げ
る
。

 

２
 
娯
楽
室
（
カ
ラ
オ
ケ
用
機
器
設
置
）
使
用
料

 
２

 
娯
楽
室
（
カ
ラ
オ
ケ
用
機
器
設
置
）
利
用
料

 

区
分

 
使
用
料
（
１
回
に
つ
き
）

 

 
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

 
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

 

略
 

 
 

 

区
分

 
利
用
料
（
１
回
に
つ
き
）

 

 
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

 
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

 

略
 

 
 

 

備
考

 
略

 
備
考

 
略

 

３
 
健
康
増
進
器
機
室
使
用
料

 
３

 
健
康
増
進
器
機
室
利
用
料

 

区
分

 
使
用
料

 

略
 

 
 

区
分

 
利
用
料

 

略
 

 
 

備
考

 
略

 
備
考

 
略

 

４
 
会
議
室
等
使
用
料

 
［
新
設
］

 

区
分

 
使
用
時
間

 
使
用
料

 

大
会
議
室
（
全
面
）

 
１
時
間

 
１
，
２
４
０
円

 

大
会
議
室
（
半
面
）

 
７
３
０
円

 

小
会
議
室

 
３
９
０
円

 

調
理
実
習
室

 
９
１
０
円

 
 

 

 
備
考
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１

 
使
用
時
間
に
は
、
準
備
及
び
後
片
付
け
の
時
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

 
 

２
 
使
用
者
が
、
営
利
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
と
き
、
又
は
入
場
料
若
し

く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
徴
収
す
る
と
き
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
規

定
す
る
額
の
３
倍
の
額
と
す
る
。

 

 

３
 
使
用
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間

は
、
１
時
間
と
み
な
す
。

 

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
市
長
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
第
７
条
第
２
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

高
松
市
庵
治
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
と
し
て
管
理
を
す
る
範
囲
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
高
松
市
庵
治
ほ
っ
と
ぴ
あ
ん
と
し
て
管
理
を
す
る
こ
と
と
な
る
会
議
室
等
の
使

用
料
の
額
を
定
め
る
等
の
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
２
号

 

  
 

 
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
略

 

 
（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
市
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

 
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

区
分

 
事
務
の
種
類

 
単
位

 
金
額

 

１
～
５

 
略

 

区
分

 
事
務
の
種
類

 
単
位

 
金
額

 

１
～
５

 
略

 

－69－



 

６
 
そ
の
他

手
数
料

 

(
１

)
～

(
９

)
の
２

 
略

 

(
９

)
の
３

 
医

薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品

質
、
有
効
性

及
び
安
全
性

の
確
保
等
に

関
す
る
法
律

第
１
４
条
第

１
３
項
の
規

定
に
基
づ
く

医
薬
品
の
品

目
ご
と
の
製

造
販
売
の
承

認
事
項
の
一

部
変
更
の
承

認
（
前
号
の

承
認
に
係
る

も
の

に
限

る
。
）

 

略
 

 

 
 

 

 
(
９

)
の
４
～

(
1
7
)
 
略

 
 

６
 
そ
の
他

手
数
料

 

(
１

)
～

(
９

)
の
２

 
略

 

(
９

)
の
３

 
医

薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品

質
、
有
効
性

及
び
安
全
性

の
確
保
等
に

関
す
る
法
律

第
１
４
条
第

１
５
項
の
規

定
に
基
づ
く

医
薬
品
の
品

目
ご
と
の
製

造
販
売
の
承

認
事
項
の
一

部
変
更
の
承

認
（
前
号
の

承
認
に
係
る

も
の

に
限

る
。
）

 

略
 

 

 
 

 

 
(
９

)
の
４
～

(
1
7
)
 
略

 
 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則
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こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
５
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
３
号

 

  
 

 
高
松
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
平
成
１
５
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
平
成
１
５
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
浴
室
に
つ
い
て
の
措
置
）

 

第
１
３
条

 
略

 

 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

(
４

)
 
前
号
本
文
の
消
毒
を
行
う
場
合
は
、
浴
槽
水
の
残
留
塩
素
濃
度
を
頻
繁

に
測
定
し
、
規
則
で
定
め
る
残
留
塩
素
濃
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
そ
の
測
定
し
た
結
果
を
測
定
の
日
か
ら
３
年
間
保
管
す
る
こ
と
。

 

 

（
浴
室
に
つ
い
て
の
措
置
）

 

第
１
３
条

 
旅
館
業
の
施
設
の
浴
室
に
つ
い
て
の
措
置
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

(
４

)
 
前
号
本
文
の
消
毒
を
行
う
場
合
は
、
浴
槽
水
の
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
を

頻
繁
に
測
定
し
、
規
則
で
定
め
る
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
と
な
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
そ
の
測
定
し
た
結
果
を
測
定
の
日
か
ら
３
年
間
保
管
す
る
こ

と
。
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(
５

)
～

(
1
4
)
 
略

 
(
５

)
～

(
1
4
)
 
略

 

 
 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

旅
館
業
の
施
設
の
浴
室
の
衛
生
に
必
要
な
措
置
の
基
準
に
つ
い
て
、
香
川
県
と
の
整
合
を
図
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
４
号

 

  
 

 
高
松
市
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
平
成
２
４
年
高
松
市
条
例
第
２
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
平
成
２
４
年
高
松
市
条
例
第
２
９
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
衛
生
等
に
係
る
措
置
の
基
準
）

 

第
５
条

 
略

 

   
(
１

)
～

(
８

)
 
略

 

 
(
９

)
 
前
号
本
文
の
消
毒
を
行
う
場
合
は
、
浴
槽
水
の
残
留
塩
素
濃
度
を
頻
繁

に
測
定
し
、
規
則
で
定
め
る
残
留
塩
素
濃
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
そ
の
測
定
し
た
結
果
を
測
定
の
日
か
ら
３
年
間
保
管
す
る
こ
と
。

 

（
衛
生
等
に
係
る
措
置
の
基
準
）

 

第
５
条

 
前
２
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
衆
浴
場
業
を
営
む
者
が
公
衆
浴

場
に
つ
い
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
入
浴
者
の
衛
生
及
び
風
紀
に
係
る
措
置

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(
１

)
～

(
８

)
 
略

 

 
(
９

)
 
前
号
本
文
の
消
毒
を
行
う
場
合
は
、
浴
槽
水
の
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
を

頻
繁
に
測
定
し
、
規
則
で
定
め
る
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
と
な
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
そ
の
測
定
し
た
結
果
を
測
定
の
日
か
ら
３
年
間
保
管
す
る
こ
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(
1
0
)
～

(
1
9
)
 
略

 

と
。

 

 
(
1
0
)
～

(
1
9
)
 
略

 

 
 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

公
衆
浴
場
に
つ
い
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
衛
生
等
に
係
る
措
置
の
基
準
に
つ
い
て
、
香
川
県
と
の
整
合
を
図
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
５
号

 

  
 

 
高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
４
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
営
業
許
可
の
申
請
手
数
料
）

 

第
４
条

 
略

 

 
（
営
業
許
可
の
申
請
手
数
料
）

 

第
４
条

 
法
第
５
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
許
可
の
申
請
の
際
、
１
件
に
つ
き
、
別
表
に
定
め
る
手
数
料
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
２

 
略

 

 
 

別
表
（
第
４
条
関
係
）

 
別
表
（
第
４
条
関
係
）

 

営
業
の
種
別

 
事
務
の
区
分

 
手
数
料
の
額

 
 

営
業
の
種
別

 
事
務
の
区
分

 
手
数
料
の
額
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１
 
飲
食
店
営
業

 
(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

(
４

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
（
次
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
に

対
す
る
審
査

 

１
万
７
，
０
０
０
円

 

 
(
５

)
 
自
動
車
に
よ
る
移

動
営
業
、
露
店
形
態
の

営
業
又
は
短
期
季
節
営

業
の
継
続
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

 

７
，
０
０
０
円

 

２
 
調
理
の
機
能
を
有

す
る
自
動
販
売
機
に

よ
り
食
品
を
調
理

し
、
調
理
さ
れ
た
食

品
を
販
売
す
る
営
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

５
，
０
０
０
円

 

３
 
食
肉
販
売
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
円

 

４
 
魚
介
類
販
売
業

 
(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

(
３

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
（
次
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
に

対
す
る
審
査

 

１
万
円

 

１
 
飲
食
店
営
業

 
(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

(
４

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
（
次
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
に

対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

 
(
５

)
 
自
動
車
に
よ
る
移

動
営
業
、
露
店
形
態
の

営
業
又
は
短
期
季
節
営

業
の
継
続
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

 

６
，
０
０
０
円

 

２
 
調
理
の
機
能
を
有

す
る
自
動
販
売
機
に

よ
り
食
品
を
調
理

し
、
調
理
さ
れ
た
食

品
を
販
売
す
る
営
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

４
，
０
０
０
円

 

３
 
食
肉
販
売
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

９
，
０
０
０
円

 

４
 
魚
介
類
販
売
業

 
(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

(
３

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
（
次
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
に

対
す
る
審
査

 

９
，
０
０
０
円
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(
４

)
 
略

 

５
 
魚
介
類
競
り
売
り

営
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

６
 
集
乳
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
円

 

７
 
乳
処
理
業

 
(
１

)
 
略

 
 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

８
 
特
別
牛
乳
搾
取
処

理
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

９
 
食
肉
処
理
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

１
０

 
食
品
の
放
射
線

照
射
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

１
１

 
菓
子
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

１
２

 
ア
イ
ス
ク
リ
ー

 
(
１

)
 
略

 

(
４

)
 
略

 

５
 
魚
介
類
競
り
売
り

営
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

６
 
集
乳
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

９
，
０
０
０
円

 

７
 
乳
処
理
業

 
(
１

)
 
略

 
 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

８
 
特
別
牛
乳
搾
取
処

理
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

９
 
食
肉
処
理
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

１
０

 
食
品
の
放
射
線

照
射
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

１
１

 
菓
子
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

１
２

 
ア
イ
ス
ク
リ
ー

 
(
１

)
 
略
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ム
類
製
造
業

 
(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

１
３

 
乳
製
品
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

１
４

 
清
涼
飲
料
水
製

造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

１
５

 
食
肉
製
品
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

１
６

 
水
産
製
品
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
７
，
０
０
０
円

 

１
７

 
氷
雪
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

１
８

 
液
卵
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

１
９

 
食
用
油
脂
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

 
ム
類
製
造
業

 
(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

１
３

 
乳
製
品
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

１
４

 
清
涼
飲
料
水
製

造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

１
５

 
食
肉
製
品
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

１
６

 
水
産
製
品
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

１
７

 
氷
雪
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

１
８

 
液
卵
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

１
９

 
食
用
油
脂
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円
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２
０

 
み
そ
又
は
し
ょ

う
ゆ
製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
７
，
０
０
０
円

 

２
１

 
酒
類
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
７
，
０
０
０
円

 

２
２

 
豆
腐
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

２
３

 
納
豆
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

２
４

 
麺
類
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

２
５

 
そ
う
ざ
い
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

２
６

 
複
合
型
そ
う
ざ

い
製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

３
万
１
，
０
０
０
円

 

２
７

 
冷
凍
食
品
製
造

 
(
１

)
 
略

 
 

 
業

 
(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

 
２
万
１
，
０
０
０
円

 

２
０

 
み
そ
又
は
し
ょ

う
ゆ
製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

２
１

 
酒
類
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

２
２

 
豆
腐
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

２
３

 
納
豆
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

２
４

 
麺
類
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

２
５

 
そ
う
ざ
い
製
造

業
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

２
６

 
複
合
型
そ
う
ざ

い
製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
７
，
０
０
０
円

 

２
７

 
冷
凍
食
品
製
造

 
(
１

)
 
略

 
 

 
業

 
(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

 
１
万
９
，
０
０
０
円
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の
申
請
に
対
す
る
審
査

 
 

２
８

 
複
合
型
冷
凍
食

品
製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

３
万
１
，
０
０
０
円

 

２
９

 
漬
物
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

３
０

 
密
封
包
装
食
品

製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

３
１

 
食
品
の
小
分
け

業
 

(
１

)
 
略

 
 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
５
，
０
０
０
円

 

３
２

 
添
加
物
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 
 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
１
，
０
０
０
円

 

 

 
 
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 
 

２
８

 
複
合
型
冷
凍
食

品
製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

２
万
７
，
０
０
０
円

 

２
９

 
漬
物
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

３
０

 
密
封
包
装
食
品

製
造
業

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

３
１

 
食
品
の
小
分
け

業
 

(
１

)
 
略

 
 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
３
，
０
０
０
円

 

３
２

 
添
加
物
製
造
業

 
(
１

)
 
略

 
 

(
２

)
 
営
業
の
継
続
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

１
万
９
，
０
０
０
円

 

 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）
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香
川
県
の
許
可
申
請
手
数
料
の
額
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
改
定
後
の
手
数
料
の
額
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
６
号

 

  
 

 
高
松
市
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
３
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
３
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
給
与
の
種
類
）

 
 
（
給
与
の
種
類
）

 

第
２
条

 
略

 
第
２
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
手
当
の
種
類
は
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
（
第
６
条
に
規
定
す
る

第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
６
条
の
２
に
規
定
す
る
第
２
種
初
任
給
調
整

手
当
を
い
う
。
）
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身

赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤

務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手

３
 
手
当
の
種
類
は
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手

当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤

務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別

勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
、
武
力
攻
撃
災
害
等
派

遣
手
当
、
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
及
び
退
職
手
当
と
す
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当
、
災
害
派
遣
手
当
、
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
、
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル

 

エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
及
び
退
職
手
当
と
す
る
。

 

る
。

 

 
 

 
（
初
任
給
調
整
手
当
）

 
 
（
初
任
給
調
整
手
当
）

 

第
６
条

 
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
は
、
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採

用
に
よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ

た
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

 

第
６
条

 
初
任
給
調
整
手
当
は
、
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ

る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員

に
対
し
て
支
給
す
る
。

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
１

種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
職
員
に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
１
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
初
任

給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職

員
に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

 
 

第
６
条
の
２

 
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
は
、
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
採
用
の
日
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
地
域
手
当
の

額
に
つ
い
て
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
勤
務
１
時
間
当
た
り

の
額
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
最
低
賃
金
法
（
昭
和
３
４
年
法
律
第
１
３
７

号
）
に
よ
る
地
域
別
最
低
賃
金
の
額
を
考
慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る
額
を
下
回

る
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
。

 

［
新
設
］

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
職
員
に
は
、

同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
２
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。

 

 

 
 

（
扶
養
手
当
）

 
（
扶
養
手
当
）

 

第
７
条

 
略

 
第
７
条

 
略
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附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  （
提
案
理
由
）

 

職
員
の
月
例
給
与
水
準
を
適
切
に
確
保
す
る
た
め
に
、
初
任
給
調
整
手
当
を
人
事
院
勧
告
に
準
拠
し
て
改
定
す
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
７
号

 

  
 

 
高
松
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
昭
和
６
１
年
高
松
市
条
例
第
３
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
昭
和
６
１
年
高
松
市
条
例
第
３
５
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
使
用
料
の
納
付
等
）

 

第
１
１
条

 
略

 

（
使
用
料
の
納
付
等
）

 

第
１
１
条

 
使
用
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
当
該
許
可
の
際
に
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
使
用
す
る
場
合
又
は
市
長
が

特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
使
用
料
を
後
納
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

 
 

(
１

)
 
略

 

 
 

(
２

)
 
高
松
市
健
康
増
進
温
浴
施
設
及
び
別
表
第
２
７
に
掲
げ
る
ス
ポ
ー
ツ
施
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設
以
外
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設

 
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
３
か
ら
別
表
第
２
６
ま
で
に

規
定
す
る
額

 

 
２
・
３

 
略

 

 
 

 
（
利
用
料
金
）

 

第
２
０
条

 
略

 

 
（
利
用
料
金
）

 

第
２
０
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
利
用
料
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

(
１

)
 
略

 

 
 

(
２

)
 
高
松
市
健
康
増
進
温
浴
施
設
及
び
別
表
第
２
７
に
掲
げ
る
ス
ポ
ー
ツ
施

設
以
外
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設

 
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
３
か
ら
別
表
第
２
６
ま
で
に

規
定
す
る
使
用
料
の
額

 

 
 

(
３

)
 
略

 

 
 

別
表
第
４

 
高
松
市
屋
島
競
技
場
使
用
料
（
第
１
１
条
、
第
２
０
条
関
係
）

 
別
表
第
４

 
高
松
市
屋
島
競
技
場
使
用
料
（
第
１
１
条
、
第
２
０
条
関
係
）

 

 
１

 
競
技
場
等
使
用
料

 
１

 
競
技
場
等
使
用
料

 

 
 

(
１

)
 
主
競
技
場
専
用
使
用
の
場
合

 
(
１

)
 
主
競
技
場
専
用
使
用
の
場
合

 

 

 

使
用
時
間

  
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午
前
・

午
後
あ

 午
後
・

 

夜
間
あ

 
全
日

 
午

前

の
欄

か
ら

全
日

の
欄

ま
で

に
規

 

 
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

 

午
後

５
時

か
ら

午
後

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

 

 

 

使
用
時
間

  
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午
前
・

午
後
あ

 午
後
・

 

夜
間
あ

 
全
日

 
午

前

の
欄

か
ら

全
日

の
欄

ま
で

に
規

 
 

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

 

午
後

５
時

か
ら

午
後

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

 

午
前

９
時

か
ら

午
後
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                 使
用
区
分

 

１
時

ま
で

 

５
時

ま
で

 

９
時

ま
で

 

５
時

ま
で

 

９
時

ま
で

 

９
時

ま
で

 

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

て
１

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た

り
）

 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

使
用

す
る

場
合

 入
場

料
等

を
徴

収
し

な
い

場
合

 

  

学 校 等
 

円
 

1
0
,
3
4
0
 

円
 

1
0
,
3
4
0
 

円
 

1
0
,
3
4
0
 

円
 

1
5
,
5
1
0
 

円
 

1
5
,
5
1
0
 

円
 

2
3
,
2
6
0
 

円
 

3
,
2
3
0
 

学 校 等 以 外
 2
0
,
6
8
0
 2
0
,
6
8
0
 2
0
,
6
8
0
 3
1
,
0
1
0
 3
1
,
0
1
0
 4
6
,
5
2
0
 6
,
4
6
0
 

                

 

使
用
区
分

 

１
時

ま
で

 

５
時

ま
で

 

９
時

ま
で

 

５
時

ま
で

 

９
時

ま
で

 

９
時

ま
で

 

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

て
１

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た

り
）

 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

使
用

す
る

場
合

 入
場

料
等

を
徴

収
し

な
い

場
合

 

  

学 校 等
 

円
 

9
,
2
0
0
 

円
 

9
,
2
0
0
 

円
 

9
,
2
0
0
 

円
 

1
3
,
8
0
0
 

円
 

1
3
,
8
0
0
 

円
 

2
0
,
7
0
0
 

円
 

2
,
8
7
0
 

学 校 等 以 外
 1
8
,
4
0
0
 1
8
,
4
0
0
 1
8
,
4
0
0
 2
7
,
6
0
0
 2
7
,
6
0
0
 4
1
,
4
0
0
 5
,
7
5
0
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略
 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
以

外
に

使
用

す
る

場
合

 

入
場

料

等
を

徴

収
し

な

い
場
合

 

3
1
,
0
2
0
 3
1
,
0
2
0
 3
1
,
0
2
0
 4
6
,
5
2
0
 4
6
,
5
2
0
 6
9
,
7
8
0
 9
,
6
9
0
 

略
 

 

略
 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
以

外
に

使
用

す
る

場
合

 

入
場

料

等
を

徴

収
し

な

い
場
合

 

2
7
,
6
0
0
 2
7
,
6
0
0
 2
7
,
6
0
0
 4
1
,
4
0
0
 4
1
,
4
0
0
 6
2
,
1
0
0
 8
,
6
2
0
 

略
 

 

備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

(
２

)
 
室
内
競
技
場
専
用
使
用
の
場
合

 
 

 
(
２

)
 
室
内
競
技
場
専
用
使
用
の
場
合

 

 

 

使
用

時
間

 
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午
前
・

午
後
あ

 

午
後
・

 

夜
間
あ

 
全
日

 
午

前

の
欄

か
ら

全
日

の
欄

ま
で

に
規

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

 

 
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

 

 

使
用

時
間

 
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午
前
・

午
後
あ

 

午
後
・

 

夜
間
あ

 
全
日

 
午

前

の
欄

か
ら

全
日

の
欄

ま
で

に
規

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

 
 

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で
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て
１

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た

り
）

 

使
用

区
分

 
 

学
校

等
 

円
 

2
,
0
8
0
 

 

円
 

2
,
0
8
0
 

 

円
 

2
,
0
8
0
 

 

円
 

3
,
1
2
0
 

 

円
 

3
,
1
2
0
 

 

円
 

4
,
6
8
0
 

 

円
 

6
5
0
 

 

学
校

等
以

外
 

4
,
1
6
0
 

 4
,
1
6
0
 

 4
,
1
6
0
 

 6
,
2
4
0
 

 6
,
2
4
0
 

 9
,
3
6
0
 

 1
,
3
0
0
 

 

 

 

 
           

て
１

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た

り
）

 

使
用

区
分

 
 

学
校

等
 

円
 

1
,
7
6
0
 

 

円
 

1
,
7
6
0
 

 

円
 

1
,
7
6
0
 

 

円
 

2
,
6
4
0
 

 

円
 

2
,
6
4
0
 

 

円
 

3
,
9
6
0
 

 

円
 

5
5
0
 

 

学
校

等
以

外
 

3
,
5
2
0
 

 3
,
5
2
0
 

 3
,
5
2
0
 

 5
,
2
8
0
 

 5
,
2
8
0
 

 7
,
9
2
0
 

 1
,
1
0
0
 

 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

(
３

)
 
補
助
競
技
場
専
用
使
用
の
場
合

 
 

 
(
３

)
 
補
助
競
技
場
専
用
使
用
の
場
合

 

使
用
時
間

 
午
前

 
午
後

 
午
前
・
午
後

 
午
前
の
欄
か

ら
午
前
・
午

後
の
欄
ま
で

に
規
定
す
る

各
使
用
時
間

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時
ま
で

 

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

（
夏

期
は

 

午
前

９
時

か

ら
午

後
５

時

ま
で

（
夏

期

は
午

前
９

時
 

使
用
時
間

 
午
前

 
午
後

 
午
前
・
午
後

 
午
前
の
欄
か

ら
午
前
・
午

後
の
欄
ま
で

に
規
定
す
る

各
使
用
時
間

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時
ま
で

 

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

（
夏

期
は

 

午
前

９
時

か

ら
午

後
５

時

ま
で

（
夏

期

は
午

前
９

時
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     使
用
区
分

 

 
午

後
１

時

か
ら

午
後

７
時

ま
で

の
間

の
連

続
す

る
４

時
間
）

 

か
ら

午
後

７

時
ま

で
の

間

の
連

続
す

る

８
時
間
）

 

に
連
続
し
て

１
時
間
を
単

位
と
し
て
専

用
使
用
す
る

場
合
（
１
時

間
当
た
り
）

 

学
校
等

 
円

 

3
,
2
8
0
 

 

円
 

3
,
2
8
0
 

 

円
 

4
,
9
2
0
 

円
 

1
,
0
3
0
 

学
校
等
以
外

 
6
,
5
6
0
 

 
6
,
5
6
0
 

 
9
,
8
4
0
 

 
2
,
0
5
0
 

 
 

     使
用
区
分

 

 
午

後
１

時

か
ら

午
後

７
時

ま
で

の
間

の
連

続
す

る
４

時
間
）

 

か
ら

午
後

７

時
ま

で
の

間

の
連

続
す

る

８
時
間
）

 

に
連
続
し
て

１
時
間
を
単

位
と
し
て
専

用
使
用
す
る

場
合
（
１
時

間
当
た
り
）

 

学
校
等

 
円

 

2
,
2
5
0
 

 

円
 

2
,
2
5
0
 

 

円
 

3
,
3
8
0
 

 

円
 

7
0
0
 

 

学
校
等
以
外

 
4
,
5
1
0
 

 
4
,
5
1
0
 

 
6
,
7
6
0
 

 
1
,
4
1
0
 

 
 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

(
４

)
 
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
専
用
使
用
の
場
合

 
 

 
(
４

)
 
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
専
用
使
用
の
場
合

 

 

 

使
用

時
間

 
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午
前
・

午
後
あ

 

午
後
・

 

夜
間
あ

 
全
日

 
午

前

の
欄

か
ら

全
日

の
欄

ま
で

に
規

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

て
１

 

 

       

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

 

 

使
用

時
間

 
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午
前
・

午
後
あ

 

午
後
・

 

夜
間
あ

 
全
日

 
午

前

の
欄

か
ら

全
日

の
欄

ま
で

に
規

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

て
１

 
 

       

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で
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 使
用

区
分

 

 
 

 
 

 
 

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た

り
）

 

ト
レ

ー

ニ
ン

グ

室
専

用

使
用

 

円
 

3
,
0
8
0
 

 

円
 

3
,
0
8
0
 

 

円
 

3
,
0
8
0
 

 

円
 

4
,
6
1
0
 

 

円
 

4
,
6
1
0
 

 

円
 

6
,
9
2
0
 

 

円
 

9
6
0
 

 

 

         

 使
用

区
分

 

 
 

 
 

 
 

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た

り
）

 

ト
レ

ー

ニ
ン

グ

室
専

用

使
用

 

円
 

2
,
8
8
0
 

 

円
 

2
,
8
8
0
 

 

円
 

2
,
8
8
0
 

 

円
 

4
,
3
2
0
 

 

円
 

4
,
3
2
0
 

 

円
 

6
,
4
8
0
 

 

円
 

9
0
0
 

 

 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

(
５

)
 
個
人
使
用
の
場
合

 
 

 
(
５

)
 
個
人
使
用
の
場
合

 

使
用
区
分

 
使
用
単
位

 
使
用
料

 

ス
ポ

ー
ツ

練
習

（
主

競
技

場
、

室
内

競
技

場
、
補
助
競
技
場
）

 

一
般

 
１
人
１
回

 
4
0
0
円

 

生
徒
・
児
童

 
１
人
１
回

 
2
0
0
円

 

高
齢
者

 
１
人
１
回

 
2
0
0
円

 

障
害
者

 
１
人
１
回

 
2
0
0
円

 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

 
一
般

 
１
人
１
回

 
4
0
0
円

 

生
徒
・
児
童

 
１
人
１
回

 
2
0
0
円

 

使
用
区
分

 
使
用
単
位

 
使
用
料

 

ス
ポ

ー
ツ

練
習

（
主

競
技

場
、

室
内

競
技

場
、
補
助
競
技
場
）

 

一
般

 
１
人
１
回

 
3
0
0
円

 

生
徒
・
児
童

 
１
人
１
回

 
1
5
0
円

 

高
齢
者

 
１
人
１
回

 
1
5
0
円

 

障
害
者

 
１
人
１
回

 
1
5
0
円

 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

 
一
般

 
１
人
１
回

 
3
0
0
円

 

生
徒
・
児
童

 
１
人
１
回

 
1
5
0
円
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高
齢
者

 
１
人
１
回

 
2
0
0
円

 

障
害
者

 
１
人
１
回

 
2
0
0
円

 

回
数
券

 
ス

ポ
ー

ツ

練
習

（
主

競
技

場
、

室
内

競
技

場
、

補
助

競
技
場
）

 

一
般

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

4
,
0
0
0
円

  

生
徒
・
児
童

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

2
,
0
0
0
円

  

高
齢
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

2
,
0
0
0
円

 

障
害
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

2
,
0
0
0
円

 

ト
レ

ー
 

ニ
ン
グ
室

 

一
般

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

4
,
0
0
0
円

  

生
徒
・
児
童

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

2
,
0
0
0
円

  

高
齢
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

2
,
0
0
0
円

 

障
害
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

2
,
0
0
0
円

 

定
期
券

 

 

ト
レ

ー
 

ニ
ン
グ
室

 

一
般

 
１
人
１
か
月

 
3
,
2
0
0
円

 

生
徒
・
児
童

 
１
人
１
か
月

 
1
,
6
0
0
円

 

高
齢
者

 
１
人
１
か
月

 
1
,
6
0
0
円

 

障
害
者

 
１
人
１
か
月

 
1
,
6
0
0
円

 

 
備
考

 
略

 

 

高
齢
者

 
１
人
１
回

 
1
5
0
円

 

障
害
者

 
１
人
１
回

 
1
5
0
円

 

回
数
券

 
ス

ポ
ー

ツ

練
習

（
主

競
技

場
、

室
内

競
技

場
、

補
助

競
技
場
）

 

一
般

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

3
,
0
0
0
円

  

生
徒
・
児
童

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

1
,
5
0
0
円

  

高
齢
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

1
,
5
0
0
円

 

障
害
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

1
,
5
0
0
円

 

ト
レ

ー
 

ニ
ン
グ
室

 

一
般

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

3
,
0
0
0
円

  

生
徒
・
児
童

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

1
,
5
0
0
円

  

高
齢
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

1
,
5
0
0
円

  

障
害
者

 
１

回
券

１
１

枚
つ

づ

り
 

1
,
5
0
0
円

 

定
期
券

 

 

ト
レ

ー
 

ニ
ン
グ
室

 

一
般

 
１
人
１
か
月

 
2
,
4
0
0
円

 

生
徒
・
児
童

 
１
人
１
か
月

 
1
,
2
0
0
円

 

高
齢
者

 
１
人
１
か
月

 
1
,
2
0
0
円

 

障
害
者

 
１
人
１
か
月

 
1
,
2
0
0
円

 

 
備
考

 
略
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２
 
大
型
映
像
装
置
及
び
写
真
判
定
室
・
放
送
室
・
記
録
室
・
ス
タ
ッ
フ
ル
ー

ム
使
用
料

 

２
 
大
型
映
像
装
置
及
び
写
真
判
定
室
・
放
送
室
・
記
録
室
・
ス
タ
ッ
フ
ル
ー

ム
使
用
料

 

使
用
時
間

 

            使
用
区
分

 

午
前

 
午
後

 
午
前
・
午
後

 
午

前
の

欄

か
ら

午

前
・

午
後

の
欄

ま
で

に
規

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

て
１

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た
り
）

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時
ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時
ま
で

 

午
前

９
時

か

ら
午

後
５

時

ま
で

 

略
 

 
 

 
 

 

写
真

判
定

室
・

放
送

室
・

記
録

室
・

ス
タ

ッ
フ

ル
ー
ム

 

2
,
6
4
0
 

 
2
,
6
4
0
 

 
3
,
9
6
0
 

 
8
3
0
 

 

 

使
用
時
間

 

            使
用
区
分

 

午
前

 
午
後

 
午
前
・
午
後

 
午

前
の

欄

か
ら

午

前
・

午
後

の
欄

ま
で

に
規

定
す

る
各

使
用

時
間

に
連

続
し

て
１

時
間

を
単

位
と

し
て

専
用

使
用

す
る

場
合

（
１

時
間

当
た
り
）

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時
ま
で

 

午
後

１
時

か
ら

午
後

５
時
ま
で

 

午
前

９
時

か

ら
午

後
５

時

ま
で

 

略
 

 
 

 
 

 

写
真

判
定

室
・

放
送

室
・

記
録

室
・

ス
タ

ッ
フ

ル
ー
ム

 

1
,
7
6
0
 

 
1
,
7
6
0
 

 
2
,
6
4
0
 

 
5
5
0
 

 

 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

３
 
器
具
使
用
料

 
３

 
器
具
使
用
料
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区
分

 

品
名

 

使
用
単
位

 
使
用
料

 

陸
上
競
技
器
具

 
１
式

 
円

 

1
4
,
4
5
0
 

略
 

 
 

 

区
分

 

品
名

 

使
用
単
位

 
使
用
料

 

陸
上
競
技
器
具

 
１
式

 
円

 

9
,
6
3
0
 

略
 

 
 

 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

４
～
６

 
略

 
４
～
６

 
略

 

 
 

別
表
第
５

 
高
松
市
ヨ
ッ
ト
競
技
場
使
用
料
（
第
１
１
条
、
第
２
０
条
関
係
）

 
別
表
第
５

 
高
松
市
ヨ
ッ
ト
競
技
場
使
用
料
（
第
１
１
条
、
第
２
０
条
関
係
）

 

１
 
略

 
１

 
略

 

２
 
艇
庫
内
ヨ
ッ
ト
置
場
使
用
料

 
２

 
艇
庫
内
ヨ
ッ
ト
置
場
使
用
料

 

名
称

 

   

 

使
用

 

期
間

  

使
用

 

区
分

 

使
用
料

 

一
時
使
用

 

（
１
日
に
つ
き
）

 

常
時
使
用

 

（
１
か
月
に
つ
き
）

 

一
般

 
生
徒
・
児

童
 

一
般

 
生
徒
・
児

童
 

略
 

 
 

 
 

 

高
層
棟
艇

庫
 

ラ
ッ
ク
式

（
１
艇
に

つ
き
）

 

1
5
0
 

8
0
 

7
7
0
 

3
9
0
 

 
 

 
 

 
 

 
略

 
 

 
 

 
 

名
称

 

   

 

使
用

 

期
間

 

 使
用

 

区
分

 

使
用
料

 

一
時
使
用

 

（
１
日
に
つ
き
）

 

常
時
使
用

 

（
１
か
月
に
つ
き
）

 

一
般

 
生
徒
・
児

童
 

一
般

 
生
徒
・
児

童
 

略
 

 
 

 
 

 

高
層
棟
艇

庫
 

ラ
ッ
ク
式

（
１
ラ
ッ

ク
に

つ
 

7
3
0
 

3
6
0
 

3
,
8
2
0
 

1
,
9
1
0
 

 
き
）

 
 

 
 

 

 
略

 
 

 
 

 
 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略
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３
～
７

 
略

 
３
～
７

 
略

 

 
 

別
表

第
２

５
 

高
松

市
立

東
部

運
動

公
園

内
ス

ポ
ー

ツ
施

設
使

用
料

（
第

１
１

条
、
第
２
０
条
関
係
）

 

別
表

第
２

５
 

高
松

市
立

東
部

運
動

公
園

内
ス

ポ
ー

ツ
施

設
使

用
料

（
第

１
１

条
、
第
２
０
条
関
係
）

 

１
 
運
動
施
設
使
用
料

 
１

 
運
動
施
設
使
用
料

 

略
 

 

略
 

 

 
備
考

 
 
備
考

 

 
 
１

 
第
１
サ
ッ
カ
ー
場
の
３
分
の
１
、
２
分
の
１
又
は
３
分
の
２
を
専
用
使

用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
３
分
の

１
、
２
分
の
１
又
は
３
分
の
２
の
額
と
す
る
。

 

 
 
１

 
第
１
サ
ッ
カ
ー
場
の
３
分
の
１
又
は
３
分
の
２
を
専
用
使
用
す
る
場
合

の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
３
分
の
１
又
は
３
分

の
２
の
額
と
す
る
。

 

 
 
２
～
５

 
略

 
 

 
２
～
５

 
略

 

２
 
夜
間
照
明
施
設
使
用
料

 
２

 
夜
間
照
明
施
設
使
用
料

 

略
 

 

略
 

 

 
備
考

 
 
備
考

 

１
 
第
１
サ
ッ
カ
ー
場
の
３
分
の
１
、
２
分
の
１
又
は
３
分
の
２
を
専
用
使

用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
３
分
の

１
、
２
分
の
１
又
は
３
分
の
２
の
額
と
す
る
。

 

１
 
第
１
サ
ッ
カ
ー
場
の
３
分
の
１
又
は
３
分
の
２
を
専
用
使
用
す
る
場
合

の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
３
分
の
１
又
は
３
分

の
２
の
額
と
す
る
。

 

２
～
４

 
略

 
２
～
４

 
略

 

 
３
・
４

 
略

 
 
３
・
４

 
略

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
(
１

)
 
次
項
の
規
定

 
公
布
の
日

 

(
２

)
 
別
表
第
４
の
改
正
規
定

 
令
和
９
年
４
月
１
日
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 ２
 
市
長
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
利
用
料
金
の
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

受
益
者
負
担
の
適
正
化
等
を
目
的
と
し
て
、
高
松
市
屋
島
競
技
場
の
使
用
料
の
額
を
改
定
し

、
並
び
に
利
用
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
高
松
市
ヨ
ッ
ト
競
技
場
及
び
高
松

市
立
東
部
運
動
公
園
の
使
用
区
分
を
変
更
す
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
８
号

 

  
 

 
高
松
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車
場
条
例
（
平
成
１
１
年
高
松
市
条
例
第
１
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車
場
条
例
（
平
成
１
１
年
高
松
市
条
例
第
１
１
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
名
称
及
び
位
置
）

 
（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
略

 
第
２
条

 
駐
車
場
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
称

 
位
置

 

高
松
市
立
中
央
駐
車
場

 
略

 

［
削
る
］

 
 

 

名
称

 
位
置

 

高
松
市
立
中
央
駐
車
場

 
略

 

高
松
市
立
南
部
駐
車
場

 
高
松
市
観
光
通
一
丁
目
１
番
地
１
５

 
 

 
 

（
駐
車
料
金
の
額
等
）

 
（
駐
車
料
金
の
額
等
）

 

第
４
条

 
略

 
第
４
条

 
駐
車
場
の
駐
車
料
金
（
以
下
「
駐
車
料
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
別
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表
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
２

 
略

 

 
 

別
表
（
第
４
条
関
係
）

 
別
表
（
第
４
条
関
係
）

 

名
称

 
使
用
区
分

 
駐
車
料
金
の
額
（
１
台
に
つ
き
）

 

高
松

市
立

中
央

駐
車

場
 

略
 

 
 

［
削
る
］

 

              

 
 

 

名
称

 
使
用
区
分

 
駐
車
料
金
の
額
（
１
台
に
つ
き
）

 

高
松

市
立

中
央

駐
車

場
 

略
 

 
 

高
松

市
立

南
部

駐
車

場
 

普
通

駐
車

 

普
通

自
動

車
 

(
１

)
 
駐
車
時
間
２
５
分
間
ま
で
ご
と
に

１
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則

で
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(
２

)
 
昼
間
の
規
則
で
定
め
る
時
間
内
に

お
け
る
駐
車
に
係
る
前
号
の
規
定
に
よ

る
駐
車
料
金
の
額
が
、
１
，
２
０
０
円

を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め

る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
駐
車
に
係
る
駐
車
料
金
の
額

は
、
当
該
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(
３

)
 
夜
間
の
規
則
で
定
め
る
時
間
内
に

お
け
る
駐
車
に
係
る
第
１
号
の
規
定
に

よ
る
駐
車
料
金
の
額
が
、
８
０
０
円
を

下
回
ら
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る

 

－102－



 

    

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
駐
車
に
係
る
駐
車
料
金
の
額
は
、

当
該
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

 

 
定

期

駐
車

 

普
通

自
動

車
 

１
月
間
の
規
則
で
定
め
る
時
間
内
に
お

け
る
駐
車
に
つ
き
２
万
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

 
 

備
考

 
 
備
考

 

１
 
回
数
駐
車
券
に
係
る
使
用
料
は
、
高
松
市
立
中
央
駐
車
場
の
款
普
通
駐

車
の
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
駐
車
料
金
の
額
の
４
割
以
内
の
割
引
を
し

た
額
と
す
る
。

 

１
 
回
数
駐
車
券
に
係
る
使
用
料
は
、
高
松
市
立
中
央
駐
車
場
の
款
普
通
駐

車
の
項
第
１
号
及
び
高
松
市
立
南
部
駐
車
場
の
款
普
通
駐
車
の
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
駐
車
料
金
の
額
の
そ
れ
ぞ
れ
４
割
以
内
の
割
引
を
し
た
額

と
す
る
。

 

２
 
略

 
 

 
２

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

高
松
市
立
南
部
駐
車
場
の
廃
止
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
２
９
号

 

  
 

 
高
松
市
建
築
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
建
築
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
２
１
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
建
築
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
建
築
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
２
１
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
手
数
料
の
徴
収
）

 
（
手
数
料
の
徴
収
）

 

第
２
条

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
、
許
可
、
認
定
若
し
く
は
指
定
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
取
消
し
の
申
請
に
対
す
る
審
査
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
２
５
年
政

令
第
３
３
８
号
。
別
表
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
０
年
法
律
第
８
７
号
）
若
し
く
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
２
４
年
法
律
第
８
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
申
請
に
対

第
２
条

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
、
許
可
、
認
定
若
し
く
は
指
定
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
取
消
し
の
申
請
に
対
す
る
審
査
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
２
５
年
政

令
第
３
３
８
号
。
別
表
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
０
年
法
律
第
８
７
号
）
若
し
く
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
２
４
年
法
律
第
８
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
申
請
に
対
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す
る
審
査
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２
７
年
法
律
第
５
３
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
判
定
若
し
く
は
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
２
８
年
国
土
交
通
省
令
第
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
証

明
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第

７
８
号
）
、
高
松
市
特
別
用
途
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条

例
（
平
成
１
９
年
高
松
市
条
例
第
５
８
号
）
、
高
松
市
特
定
用
途
制
限
地
域
内

に
お
け
る
建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
高
松
市
条
例
第

 

１
７
号
。
同
表
に
お
い
て
「
特
定
用
途
制
限
地
域
条
例
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
高
松
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
８
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
。
同
表
に
お
い
て
「
地
区
計
画
条
例
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
、
法
の
規
定
に
基
づ

く
通
知
に
対
す
る
審
査
又
は
法
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
若
し
く
は
通
知
に
対
す

る
検
査
で
、
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
件
に
つ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
、
当
該
申
請
、
提
出
又
は
通
知

（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
か
ら
徴
収
す
る
。

 

す
る
審
査
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２
７
年
法
律
第
５
３
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
判
定
若
し
く
は
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
２
８
年
国
土
交
通
省
令
第
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
証

明
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律

第
７
８
号
）
、
高
松
市
特
別
用
途
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る

条
例
（
平
成
１
９
年
高
松
市
条
例
第
５
８
号
）
、
高
松
市
特
定
用
途
制
限
地
域

内
に
お
け
る
建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
高
松
市
条
例
第

１
７
号
。
同
表
に
お
い
て
「
特
定
用
途
制
限
地
域
条
例
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
高
松
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
８
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
。
同
表
に
お
い
て
「
地
区
計
画
条
例
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
、
法
の
規
定
に
基
づ

く
通
知
に
対
す
る
審
査
又
は
法
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
若
し
く
は
通
知
に
対
す

る
検
査
で
、
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
件
に
つ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
、
当
該
申
請
、
提
出
又
は
通
知

（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
か
ら
徴
収
す
る
。

 

 
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～
５
８

 
略

 
 

５
９

 
政
令
第
１
３
７
条
の
１
２
第
１
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
接
道
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外

に
係
る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

１
～
５
８

 
略

 
 

５
９

 
政
令
第
１
３
７
条
の
１
２
第
６
項
の
規
定

に
基
づ
く
接
道
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に

係
る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
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６
０

 
政
令
第
１
３
７
条
の
１
２
第
１
２
項
の
規

定
に
基
づ
く
道
路
内
の
建
築
制
限
の
適
用
除
外

に
係
る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

６
１
～
７
３

 
略

 
 

７
４

 
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
第
１
６
３
条
の
５
９
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率
又
は
各
部
分
の

高
さ
に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

 

 

略
 

７
５

 
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
住
宅

の
容
積
率
に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

 

１
６
万
円

 

 

６
０

 
政
令
第
１
３
７
条
の
１
２
第
７
項
の
規
定

に
基
づ
く
道
路
内
の
建
築
制
限
の
適
用
除
外
に

係
る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

６
１
～
７
３

 
略

 
 

７
４

 
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関

す
る
法
律
第
１
０
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

く
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
住
宅
の
容
積
率
に
関
す
る
特
例
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

［
新
設
］

 

   

 

 

備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

 

－107－



 

－108－



 議
案
第
３
０
号

 

  
 

 
高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
４
１
年
高
松
市
条
例
第
３
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
４
１
年
高
松
市
条
例
第
３
９
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
補
償
基
礎
額
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
略

 

 
(
１

)
 
略

 

（
補
償
基
礎
額
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
非
常
勤
消
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病

に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し

く
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ

る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
り
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生

が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
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「
事
故
発
生
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
が
属
し
て

い
た
階
級
及
び
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ
て
別

表
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

 

 
(
２

)
 
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応

急
措
置
従
事
者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に

従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措

置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、

若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
１
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公

正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
万
５
，
０
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
(
２

)
 
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応

急
措
置
従
事
者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に

従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措

置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、

若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
９
，
７
０
０
円
と
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正

を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
万
４
，
５
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
消
防
作

業
従
事
者
等
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に

お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を

受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
４
３
３
円
を
、
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
２
１
７
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ

加
算
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。

 

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
消
防
作

業
従
事
者
等
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に

お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を

受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
１
０
０
円
を
、
第
２
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ

い
て
は
１
人
に
つ
き
３
８
３
円
を
、
第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
２
１
７
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算

し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。

 

 
［
削
る
］

 
 

(
１

)
 
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
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(
１

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
２

)
～

(
６

)
 
略

 

４
 
略

 
４

 
略

 

 
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）

 

 
補
償
基
礎
額
表

 

 
勤
務
年
数

 

階
級

 
１
０
年
未
満

 
１
０
年
以
上

 
 

２
０
年
未
満

 
２
０
年
以
上

 
 団

長
及

び
副

団

長
 

円
 

円
 

円
 

１
３
，
３
４
０

 
 

１
４
，
１
７
０

 
 
１
５
，
０
０
０

 
 

分
団

長

及
び

副

分
団

長
 

１
１
，
６
７
０

 
 

１
２
，
５
０
０

 
 
１
３
，
３
４
０

 
 

 
 

 

部
長

、

班
長

及

び
団

員
 

１
０
，
０
０
０

 
 

１
０
，
８
４
０

 
 
１
１
，
６
７
０

 
 

 
 

 

 

別
表
（
第
５
条
関
係
）

 

 
補
償
基
礎
額
表

 

 
勤
務
年
数

 

階
級

 
１
０
年
未
満

 
１
０
年
以
上

 
 

２
０
年
未
満

 
２
０
年
以
上

 
 団

長
及

び
副

団

長
 

円
 

円
 

円
 

１
２
，
９
０
０

 
 

１
３
，
７
０
０

 
 
１
４
，
５
０
０

 
 

分
団

長

及
び

副

分
団

長
 

１
１
，
３
０
０

 
 

１
２
，
１
０
０

 
 
１
２
，
９
０
０

 
 

 
 

 

部
長

、

班
長

及

び
団

員
 

９
，
７
０
０

 
 

１
０
，
５
０
０

 
 
１
１
，
３
０
０

 
 

 
 

 

 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
改
正
後
の
第
５
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条

例
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
条
例
第
４
条
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第
３
号
に
規
定
す
る
傷
病
補
償
年
金
、
同
条
第
４
号
ア
に
規
定
す
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
条
第
６
号
ア
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
傷
病
補
償
年
金
等
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
等
を
除
く
。
）
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前

の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
３
１
号

 

  
 

 
高
松
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
３
７
年
高
松
市
条
例
第
１
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
３
月
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
３
７
年
高
松
市
条
例
第
１
１
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
乾
燥
設
備
）

 

第
７
条

 
略

 

 

（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
）

 

第
７
条
の
２

 
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
（
屋
外
そ
の
他
の
直
接
外
気
に
接
す
る
場
所
に

設
け
る
テ
ン
ト
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
テ
ン
ト
を
活
用
し
た
も
の
を

い
う
。
）
又
は
バ
レ
ル
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
円
筒
形
で
あ
り
、
か

つ
、
木
製
の
も
の
を
い
う
。
）
に
設
け
る
放
熱
設
備
で
あ
っ
て
、
定
格
出
力
６

（
乾
燥
設
備
）

 

第
７
条

 
略

 

  ［
新
設
］
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キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
薪
又
は
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
１

)
 
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
を
保
つ
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
を
除
き
、
建

築
物
等
及
び
可
燃
性
の
物
品
か
ら
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
と
し
て
対
象
火

気
設
備
等
及
び
対
象
火
気
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
得
ら

れ
る
距
離
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。

 

(
２

)
 
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
た
場
合
に
直
ち
に
そ
の
熱

源
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
薪
を
熱
源
と
す
る
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
周
囲
に
お

い
て
火
災
が
発
生
し
た
際
に
速
や
か
に
使
用
で
き
る
位
置
に
消
火
器
を
設
置

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管

理
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
（
第
１
項
第
１
号
、
第
１
０
号
か
ら
第
１
４

号
ま
で
及
び
第
１
７
号
か
ら
第
１
８
号
の
３
ま
で
、
第
２
項
第
６
号
、
第
３
項

並
び
に
第
４
項
を
除
く
。
）
及
び
第
５
条
第
１
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

 

（
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
）

 

第
７
条
の
３

 
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
以
外
の
サ
ウ
ナ
設
備
（
サ

ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
及

び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
た
場
合
に
直
ち
に
そ
の
熱

源
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

 

               

 

 

（
サ
ウ
ナ
設
備
）

 

第
７
条
の
２

 
サ
ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
（
以
下
「
サ
ウ
ナ
設
備
」
と
い

う
。
）
の
位
置
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
サ
ウ
ナ
設
備
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
た
場
合
に
直
ち
に
そ
の
熱
源
を

遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
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２
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管

理
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
（
第
１
項
第
１
号
及
び
第
１
０
号
か
ら
第

 

１
２
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

 

（
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
の
推
進
）

 

第
２
９
条
の
７

 
略

 

 

(
１

)
 
住
宅
に
お
け
る
出
火
防
止
、
火
災
の
早
期
発
見
、
初
期
消
火
、
延
焼
防

止
、
通
報
、
避
難
等
に
資
す
る
住
宅
用
防
災
機
器
、
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
そ
の

他
の
物
品
、
機
械
器
具
及
び
設
備
の
普
及
の
促
進

 

(
２

)
 
略

 

２
 
略

 

 

（
火
を
使
用
す
る
設
備
等
の
設
置
の
届
出
）

 

第
４
４
条

 
略

 

  

(
１

)
～

(
６

)
 
略

 

(
６

)
の
２

 
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
（
設
置
者
個
人
が
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

 

(
７

)
 
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
（
個
人
の
住
居
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

 

(
７

)
の
２
～

(
1
5
)
 
略

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
サ
ウ
ナ
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
の

基
準
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
（
第
１
項
第
１
号
及
び
第
１
０
号
か
ら
第
１
２
号

ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

 

（
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
の
推
進
）

 

第
２
９
条
の
７

 
市
は
、
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
を
推
進
す
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
施
策
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

(
１

)
 
住
宅
に
お
け
る
出
火
防
止
、
火
災
の
早
期
発
見
、
初
期
消
火
、
延
焼
防

止
、
通
報
、
避
難
等
に
資
す
る
住
宅
用
防
災
機
器
そ
の
他
の
物
品
、
機
械
器

具
及
び
設
備
の
普
及
の
促
進

 

(
２

)
 
略

 

２
 
略

 

 

（
火
を
使
用
す
る
設
備
等
の
設
置
の
届
出
）

 

第
４
４
条

 
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
そ
の
使
用
に
際
し
、
火
災
の
発
生
の
お
そ

れ
の
あ
る
設
備
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
１

)
～

(
６

)
 
略

 

［
新
設
］

 

 (
７

)
 
サ
ウ
ナ
設
備
（
個
人
の
住
居
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

 

(
７

)
の
２
～

(
1
5
)
 
略

 

 
 

附
 
則
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こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
３
月
３
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
提
案
理
由
）

 

 
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
及
び
対
象
火
気
設
備
等
及
び
対

象
火
気
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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議案第３２号  

女木辺地に係る総合整備計画の策定について  

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定に基づき、女木辺地に係る総

合整備計画を別紙のとおり定めます。  

令和８年３月２日提出  

高松市長  大  西  秀  人  

（提案理由）  

 女木辺地の公共的施設を整備するため、辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により議会の議決

を求めるものです。  
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（別紙）         総  合  整  備  計  画  書  

 

                  香川県高松市女木町  女木辺地  

 （辺地の人口  １１６人  面積  ２．６２ｋ㎡）  

１  辺地の概況  

(１ ) 辺地を構成する町又は字の名称  

高松市女木町  

(２ ) 辺地の中心地  

高松市女木町２８９番地  

(３ ) 辺地度点数   

１４４点  

 

２  公共的施設の整備を必要とする事情  

当該辺地は本市の北部海域に位置する離島である。当該辺地内に位置する

「高松市女木コミュニティセンター」について、老朽化が進んでいることか

ら、これを新築し、当該辺地におけるまちづくりの拠点として整備すること

で、当該辺地の魅力の向上及び交流人口の更なる増加を図ることができる。  

  実施予定事業は、以下のとおりである。  

(１ ) 高松市女木コミュニティセンター整備事業  

 

３  公共的施設の整備計画  

令和８年度  １年間  

   （単位  千円）  

 

 

 
区分  

事業費  

財源内訳  一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額  

実施予定
年度  

備考  事  業  
主体名  

特定  
財源  

一般  
財源  

高 松 市 女 木 
コミュニティ 
セ ン タ ー 

高松市  5,651 0  5,651 5,600 
令和８年
度  

 

計   5,651 0  5,651 5,600   

施設名  
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（参照）  

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に  

関する法律（抜粋）  

第３条  この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市

町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する

財政上の計画（以下「総合整備計画」という。）を定めることができる。  

第２項～第８項  省略  

－119－
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議案第３３号  

 

   男木辺地に係る総合整備計画の変更について  

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定

に基づき、男木辺地に係る総合整備計画の一部を次のとおり変更します。  

 

令和８年３月２日提出  

 

 

高松市長  大  西  秀  人  

 

  

 ２中「増加に努める。」の次に、  

「また、指定避難所である「男木中学校屋内運動場」について、避難所として

の機能を強化するため、屋根の防水改修を行い、避難者の安全確保及び生活環

境の改善を図る。  

さらに、「男木小・中学校教職員用宿舎」について、耐震性の確保及び老朽

化対策のため、耐震改修等を行い、施設の長寿命化及び機能強化を図る。」  

を加え、 (１ )の次に、次の２号を加える。   

(２ ) 男木中学校屋内運動場屋根防水改修事業  

(３ ) 男木小・中学校教職員用宿舎耐震改修等事業  

３を次のように改める。  

 令和７年度～８年度  ２年間  

 （単位  千円）  

 
区分  

事業費  

財源内訳  一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額  

実施予定
年度  

備考  事  業  
主体名  

特定  
財源  

一般  
財源  

男 木 島 灯 台
資 料 館  高松市  45,650 0 45,650 45,500 

令和７年
度～８年
度  

 

施設名  
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（提案理由）  

 男木辺地において整備しようとする公共的施設に、男木中学校屋内運動場及

び男木小・中学校教職員用宿舎を加えるため、辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用する同

条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。  

 

 

男 木 中 学 校
屋 内 運 動 場  高松市  30,525 15,262 15,263 15,200 

令和８年
度  

 

男 木 小 ・ 中
学 校 教 職 員
用 宿 舎  

高松市  3,000 0 3,000 3,000 
令和８年
度  

 

計   79,175 15,262 63,913 63,700   
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（参照１）  

   辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に  

関する法律（抜粋）  

第３条  この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市

町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する

財政上の計画（以下「総合整備計画」という。）を定めることができる。  

第２項～第７項  省略  

８  前各項の規定は、第５項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当

該総合整備計画を変更しようとする場合について準用する。  

  

 

（参照２）  

総  合  整  備  計  画  書（抜粋）  

２  公共的施設の整備を必要とする事情  

当該辺地は本市の北部海域に位置する離島である。当該辺地内に整備して

いる観光・レクリエーション施設である「男木島灯台資料館」について、老

朽化が進んでいることから、これを改修し、当該辺地における交流人口の更

なる増加に努める。  

  実施予定事業は、以下のとおりである。  

 (１ ) 男木島灯台資料館施設改修事業   

３  公共的施設の整備計画  

令和７年度～８年度  ２年間  

   （単位  千円）   

 

 
区分  

事業費  

財源内訳  一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額  

実施予定
年度  

備考  事  業  
主体名  

特定  
財源  

一般  
財源  

男 木 島 灯 台
資料館  高松市  47,457 0 47,457 47,300 

令和７年
度～８年
度  

 

計   47,457 0 47,457 47,300   

施設名  
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議案第３４号  

 

      議決の変更について  

 

令和６年９月２４日に議会の議決を経た工事請負契約の締結について（高松

市中央卸売市場水産物棟等整備事業に伴う下水道切替工事）の一部を次のとお

り変更します。  

 

    令和８年３月２日提出  

 

 

                                    高松市長   大  西  秀  人  

 

 

契 約 金 額 中 「 金 ３ ０ ８ ， ０ １ ８ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 金             

５１５，７５１，５００円」に改める。  

 

 

（提案理由）  

高松市中央卸売市場水産物棟等整備事業に伴う下水道切替工事において、市

場敷地内に埋設している下水道管を市道敷地内へ移設することとしていたとこ

ろ、移設先の地盤が、想定以上に軟弱であることが判明したため、必要と認め

る区間において、土留めのための工法を変更する必要が生じたこと等のために

行った設計変更において、設計金額が変更することとなり、契約金額を変更す

る必要が生じたため、地方自治法第９６条第１項第５号及び高松市契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により工事請負契約の一部変更議

決を求めるものです。  
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（参照１）  

  地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第４号  省略  

(５ ) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約  

を締結すること。  

第６号～第１５号  省略  

第２項  省略  

 

 

（参照２）  

    高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という｡）第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予

定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第３５号  

 

      議決の変更について  

 

令和７年９月２６日に議会の議決を経た工事請負契約の締結について（東部

運動公園第１サッカー場人工芝改修工事）の一部を次のとおり変更します。  

 

    令和８年３月２日提出  

 

 

                                    高松市長   大  西  秀  人  

 

 

契 約 金 額 中 「 金 ３ ０ ５ ， ２ ７ ０ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 金             

３３５，６３０，９００円」に改める。  

 

 

（提案理由）  

東部運動公園第１サッカー場人工芝改修工事において発生する既設人工芝の

処分について、当初設計では当該人工芝を廃プラスチック類とみなしてその処

分に要する費用を計上していたところ、砂及びゴムチップを含んだ当該人工芝

は、混合廃棄物として処分しなければならないことが判明し、その処分に要す

る費用を見直す必要が生じたこと等により行った設計変更において、設計金額

が変更することとなり、契約金額を変更する必要が生じたため、地方自治法第

９６条第１項第５号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により工事請負契約の一部変更議決を求めるものです。  
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議案第３６号  

 

   財産の取得について  

 

 次のとおり財産（物品）を取得します。  

 

  令和８年３月２日提出  

 

 

                  高松市長  大  西  秀  人  

 

 

１  取得する財産の名称・規格・数量  

名  称  災害対応特殊消防ポンプ自動車（常備）  

規  格  
ＣＤ－Ⅰ型（４ＷＤマニュアルトランスミッション車及びぎ

装（各種資機材等積載））  

数  量  １台  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  金６８，９７０，０００円  

４  契約の相手方  高松市屋島西町１９３１番地５  

株式会社福島商会  

代表取締役  福  島  桂  子  

 

 

 （提案理由）  

 地方自治法第９６条第１項第８号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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（参照１）  

  地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第７号  省略  

(８ ) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定  

める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。  

第９号～第１５号  省略  

第２項  省略  

 

 

（参照２）  

  高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第３条  法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければなら  

 ない財産の取得又は処分は、予定価格３，０００万円以上の不動産若しくは  

 動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件５，０００平方メート

ル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。  
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議案第３７号  

  

高松市歴史資料館及び菊池寛記念館展示改修業務委託契約の締結  

について  

 

 高松市歴史資料館及び菊池寛記念館展示改修業務委託契約を次のとおり締結

します。  

 

  令和８年３月２日提出  

 

 

                  高松市長  大  西  秀  人  

  

 

１  契 約 の 目 的  高松市歴史資料館及び菊池寛記念館展示改修業務委託  

２  契 約 の 方 法  指名競争入札  

３  契 約 金 額  金２４２，７３７，０００円  

４  契約の相手方   東京都港区台場二丁目３番４号  

株式会社乃村工藝社  

代表取締役  奥  本  清  孝  

  

 

 （提案理由）  

 地方自治法第９６条第１項第５号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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（参照１）  

地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら  

ない。  

第１号～第４号  省略  

(５ ) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約  

を締結すること。  

第６号～第１５号  省略  

第２項  省略  

 

 

（参照２）  

高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６  

条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予  

定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第３８号  

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求

めます。  

 

  令和８年３月２日提出  

 

                  高松市長  大  西  秀  人       

 

 

 令和７年度高松市一般会計補正予算（第９号）   別紙専決処分書（写）の

とおり  
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（別紙）  

           専   決   処   分   書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

の事項を専決処分します。  

 

  令和８年１月２３日  

 

                  高松市長  大  西  秀  人       

               

令和７年度高松市一般会計補正予算（第９号）（別紙）  

 

理  由  

 衆議院が令和８年１月２３日に解散されたことに伴い、公職選挙法（昭和  

２５年法律第１００号）第３１条第３項の規定に基づく衆議院議員の総選挙及

び最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第２条の規定に

基づく最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査を執行するために要する

経費等について、早急に予算を措置する必要が生じたが、議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認めるので専決処分をします。  

◯写  
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令和７年度高松市一般会計補正予算（第９号）  

令和７年度高松市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５６，５４９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９０，５１０，４１９千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  
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12 20,944,389 11,377 20,955,766

1 地方交付税 20,944,389 11,377 20,955,766

17 15,035,778 145,172 15,180,950

3 委託金 1,179,603 145,172 1,324,775

190,353,870 156,549 190,510,419

地方交付税

県支出金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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2 16,083,000 156,549 16,239,549

4 選挙費 316,836 156,549 473,385

190,353,870 156,549 190,510,419

総務費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

千円
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１　総　　括

（歳　　入）

12 地方交付税 20,944,389 11,377 20,955,766

17 県支出金 15,035,778 145,172 15,180,950

190,353,870 156,549 190,510,419歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円
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（歳　　出）

2 総務費 16,083,000 156,549 16,239,549

190,353,870 156,549 190,510,419

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

145,172 11,377

145,172 0 0 11,377

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円

特 定 財 源
一　般　財　源

千円 千円 千円

－141－



２　　歳    入

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

11,377千円

11,377千円

 千円

１２款　地方交付税

　１項　地方交付税

1 20,944,389 11,377 20,955,766地方交付税

20,944,389 11,377 20,955,766計

１７款　県支出金 145,172千円

　３項　委託金 145,172千円

1 1,137,322 145,172 1,282,494総務費委託金

1,179,603 145,172 1,324,775計

　１２款　地方交付税　１７款　県支出金
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説 明

地方交付税 11,3771 地方交付税 11,377

11,377　地方交付税

選挙費委託金 145,1723 衆議院議員選挙費委託金 145,172

145,172　衆議院議員選挙費委託金

　１２款　地方交付税　１７款　県支出金
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 千円  千円

目 補正前の額

３　　歳  出

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　２款　総務費

　４項　選挙費 156,549千円

156,549千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特 定 財 源

156,5493 衆議院議員 0 156,549 145,172 11,377

選挙費 県支出金

145,172

473,385316,836 156,549計 145,172 00 11,377

　　２款　総務費
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千円 千円

区　　分
説 明

金　　額

節

16,693報酬1 156,549衆議院議員選挙費

156,549　衆議院議員選挙費
29,218職員手当等3

44共済費4

60災害補償費5

30,299報償費7

458旅費8

764需用費10

28,212役務費11

10,660委託料12

11,638使用料及び賃13

借料

2,990工事請負費14

25,463備品購入費17

50補償、補塡及21

び賠償金

　　２款　総務費
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１　特　別　職

3 35,232 12,333

(3.5)

39 289,728 99,957

(3.5)

4,601 532,847 13,884 4,863

(3.5)

計 4,643 822,575 49,116 117,153

3 35,232 12,333

(3.5)

議　　　　　員 39 289,728 99,957

(3.5)

4,542 526,588 13,884 4,863

(3.5)

計 4,584 816,316 49,116 117,153

長　　　　　等 0 0 0

議　　　　　員 0 0 0

その他の特別職 59 6,259 0 0

計 59 6,259 0 0

比　　　較

補　正　後

長　　　　　等

議　　　　　員

その他の特別職

補　正　前

長　　　　　等

その他の特別職

給　　　与　　　費

区　     　分 職 員 数

　　　　　　　　給　　　　　　　　　　与

報　　酬 給　　料
期末手当・
年間支給率
（月分）

人 千円 千円 千円
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明　　　細　　　書

14,352 61,917 7,315 69,232

389,685 78,574 468,259

66 551,660 2,424 554,084

14,352 66 1,003,262 88,313 1,091,575

14,352 61,917 7,315 69,232

389,685 78,574 468,259

66 545,401 2,424 547,825

14,352 66 997,003 88,313 1,085,316

0 0 0 0

0 0 0

0 6,259 0 6,259

0 0 6,259 0 6,259

その他の手当のうち
通勤手当計上額66

その他の手当のうち
通勤手当計上額66

費

合　　　計 備　　　　　考

退 職 手 当 その他の手当 計

共　済　費

千円 千円 千円千円 千円 千円
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２　一　般　職
(１) 総 　括

( 1,479)

補　正　後 3,685 14,496,849 11,158,025

( 1,477)

補　正　前 3,685 14,496,849 11,128,807

( 2)

比 較 0 0 29,218

※ 職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員について外書き

751,927 210,447

751,927 210,447

0 0

20 5,736

20 5,736

0 0

区 分 職 員 数

給 与

3,369,427

報　　酬 給　　料 職 員 手 当

10,434

3,358,993

区 分 扶　養　手　当 地　域　手　当 住　居　手　当

補　正　前 357,062

区 分 時間外勤務手当

比 較 29,218

比 較 0

補　正　後 357,062

宿 日 直 手 当

補　正　後 1,258,283

補　正　前 1,229,065

千円 千円

職 員 手 当

の 内 訳
管 理 職 員

特別勤務手当

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円人
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284,526 6,385

284,526 6,385

0 0

3,862,012

3,862,012

0

費

共　済　費

29,024,301 5,540,163 34,564,464

備 考

計

合 計

39,652 44 39,696

28,984,649 5,540,119 34,524,768

管 理 職 手 当 単身赴任手当 特殊勤務手当 初任給調整手当通　勤　手　当

291,419 1,296 225,574

0 0 0

291,419 1,296 225,574

期　末　手　当 勤　勉　手　当

3,218,831 6,950 677,557

3,218,831 6,950 677,557

0 0 0

退　職　手　当

千円

千円 千円 千円

千円

千円

千円

千円 千円

千円

千円

義 務 教 育 等

教員特別手当

千円
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

(65)

補　正　後 3,139 13,017,676 9,485,501

(65)

補　正　前 3,139 13,017,676 9,456,730

( 0)

比　　　較 0 0 28,771

※　職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員について外書き

677,950 210,447

677,950 210,447

0 0

20 5,736

20 5,736

0 0

補　正　前 1,212,445

補　正　後 1,241,216

区　　　分 時間外勤務手当 宿 日 直 手 当

比　　　較 0

補　正　前 357,062

区　　　分 扶　養　手　当 地　域　手　当 住　居　手　当

補　正　後 357,062

比　　　較 28,771

区　　　分 職 員 数

給　　　　　　　　　　与

報　　酬 給　　料 職 員 手 当

千円 千円

職 員 手 当

の 内 訳
管 理 職 員

特別勤務手当

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円人
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248,170 6,385

248,170 6,385

0 0

3,071,848

3,071,848

0 0 0 0

2,555,541 6,367 613,698

退　職　手　当

2,555,541 6,367 613,698

期　末　手　当 勤　勉　手　当

1,296 198,346

0 0 0

291,419 1,296 198,346

通　勤　手　当 管 理 職 手 当 単身赴任手当 特殊勤務手当 初任給調整手当

291,419

合　　　計

22,474,406 4,471,318 26,945,724

計

22,503,177 4,471,318 26,974,495

費

共　済　費

28,771 0 28,771

備　　　考

千円

千円 千円 千円

千円

千円

千円

千円 千円

千円

千円

義 務 教 育 等

教員特別手当

千円
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イ 会計年度任用職員

(1,414)

補　正　後 546 1,479,173 1,672,524

(1,412)

補　正　前 546 1,479,173 1,672,077

( 2)

比 較 0 0 447

※ 職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員について外書き

73,977

73,977

0

区 分 職 員 数

給 与

10,434

報　　酬 給　　料 職 員 手 当

3,369,427

3,358,993

区 分 扶　養　手　当 地　域　手　当 住　居　手　当

補　正　後

補　正　前

比 較

比 較 447

補　正　後 17,067

区 分 時間外勤務手当 宿 日 直 手 当

補　正　前 16,620

千円 千円

千円 千円 千円

千円人

職 員 手 当

の 内 訳
管 理 職 員

特別勤務手当

千円 千円

千円 千円 千円

千円
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36,356

36,356

0

790,164

790,164

0

費

共　済　費

10,881 44 10,925

備 考

計

6,521,124 1,068,845 7,589,969

合 計

6,510,243 1,068,801 7,579,044

通　勤　手　当 管 理 職 手 当 単身赴任手当 特殊勤務手当 初任給調整手当

0 27,228

27,228

0

勤　勉　手　当 退　職　手　当

663,290 583 63,859

期　末　手　当

0 0 0

663,290 583 63,859

千円

千円 千円 千円千円

千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円千円

千円

千円

義 務 教 育 等

教員特別手当

千円
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(２) 給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分

職　員　手　当 29,218 29,218

増　減　額 増　減　事　由　別　内　訳

１

千円千円

そ の 他 の 増 減 分
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29,218

説 明 備 考

千円

衆 議 院 選 挙 に 伴 う 増 分
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（参照）

地方自治法（抜粋）

第１７９条  普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書

の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長

において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議

決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決

すべき事件を処分することができる。ただし、第１６２条の規定による副知

事又は副市町村長の選任の同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定によ

る第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意につ

いては、この限りでない。

第２項  省略

３  前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議

においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

第４項  省略
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